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はじめに 

 

モバイルバッテリーや電動工具等に搭載されるリチウムイオン蓄電池の事故件数

は、リコール製品や製品の多様化等を背景に、２０２２年度は前年度より増加したと

ころ、電気用品由来の危害等の発生を防ぐ視点より、更なる安全対策を講じるべきで

はないか等の声がある。 

また、リチウムイオン蓄電池等を搭載するとともに交流１００ボルト程度を出力す

るポータブル電源は、近年、災害時やアウトドアで家電の利用やスマートフォンなど

の充電が可能な手段として消費者に浸透しているが、ポータブル電源の使用による事

故（全て火災）は増加傾向にあるところ、２０２３年度に経済産業省の委託事業とし

て実施した官民参加型検討会の下で安全性要求事項（中間取りまとめ）が取りまとめ

られた他、上記検討会に参加した製造事業者・輸入事業者等による連絡会が立ち上が

った状況ではあるものの、安全確保の観点から予断を許さない状況にある。 

この状況に鑑み、本事業では、電気用品そして消費者の安全確保の観点からリチウ

ムイオン蓄電池（搭載機器を含む）及びポータブル電源に係る事故発生状況や国内に

流通している製品の状況等を精緻に整理・分析を行うとともに、安全対策の高度化に

向けた検討や多くの消費者が日常使用するこれら製品がもたらす可能性のあるリス

クについての認識を高めることを目的とした適切な安全情報の周知を行うことを目

的として事業を行った。 

 

I. リチウムイオン蓄電池（搭載機器を含む）及びポータブル電源の流通、規制等の

現状 

１. 市場流通状況 

リチウムイオン蓄電池として規制を受けている「モバイルバッテリー」と、ポータ

ブル電源を対象として調査を行った。いずれも、当該製品を対象とした公的な調査統

計や、取扱いの工業会等による民間の統計がないことから、調査会社の報告書による

統計を報告する。 

（１） モバイルバッテリー 

Persistence Market Research 社（以下、「PMR 社」という。）」の調査レポート

「Global Industry Analysis 2019 – 2023 and Forecast 2024 – 2031」によれば、

モバイルバッテリーの 2024 年の国内出荷台数は 4,771.6 千台と推定1されており、

図 I-１のとおり年々増加していくものと想定されている。世界的な普及拡大の理由

としては、電化率の低い国でのスマートフォンの普及、ハイキングやトレッキング

愛好家の増加によるもの等と推定されている。 

                                            
1 モバルバッテリーの出荷数等の統計データは全て PMR 社調べ。出荷台数は暦年による。2024

年までの数字は、主要メーカー、サプライヤー、販売事業者、使用者等への調査等から推定さ

れたもの。2025 年以降の出荷台数は市場予測により推定されたもの。 
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図 I-１モバイルバッテリーの国内出荷の推定 

 

なお、日本におけるスマートフォンの普及は、図 I-２のとおり増加傾向にあると

の調査結果がある。既に販売されたモバイルバッテリーの買い換え需要も想定され

るため、今後もモバイルバッテリーの需要は高いものと推定する。 
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（２） ポータブル電源 

令和４年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気用品安全法の製品安全

性等調査確認）では、ポータブル電源の市場動向をＷｅｂで調査した。（以下、「Ｒ

４年度調査」という。）今回、改めて 22 社 103 機種の調査を行った結果は、次の状

況である。 

ａ．充電方式 

Web 調査の結果、ポータブル電源を充電する手段は、図 I-３のとおり。①交流電

源から充電するための AC 入力、②AC アダプタ（直流電源装置）又は自動車用バッ

テリーから充電するための DC 入力、③太陽電池パネルから充電するための DC 入

力といったものがあり、複数の手段を持つものも存在するが、AC 入力のみというも

のはなかった。 

 

図 I-３充電方式（Web 調査） 

 

ｂ．ポータブル電源に用いられる蓄電池 

① 蓄電池の種類 

Web 調査を行ったポータブル電源に搭載される蓄電池は、図 I-４に示すとお

り。電池種類がわかるものは全てリチウムイオン蓄電池であった。うち、リチウ

ムイオン蓄電池の種類がわかるものは、リン酸鉄系、三元系、マンガン系に大別

される。 

Ｒ４年度調査ではリチウムイオン蓄電池のうち約３０％がリン酸鉄系であった

が、今年度調査では約６５％を占めており、リン酸鉄系の普及が進んでいる。 

Ｒ４年度調査では種類不明のものが半数程度を占めており、これらが実際には

リン酸鉄系であった可能性も否めないが、リン酸鉄系のリチウムイオン蓄電池は

安全性が高いとしてＰＲする傾向があること、また、Ｒ４年度のヒアリング調査

では複数の事業者から、ポータブル電源に搭載するバッテリーは、三元系3 のリ

                                            
3 正極材料に、ニッケル、マンガン、コバルトを用いたもの。頭文字をとって NMC と表記される

こともある。 
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チウムイオン蓄電池から、リン酸鉄系4 のリチウムイオン蓄電池に移行しつつあ

ることの回答があったことから実際にリン酸鉄系のリチウムイオン蓄電池への移

行が進んでいるものと考えられる。 

また、三元系の中には Ni-Co-Mn の固体電池を使用したもの（3 機種）が含ま

れている。 

 

 

図 I-４ 蓄電池の種類（Web 調査） 

 

② 体積エネルギー密度 

Ｒ４年度と同様、Web 調査の範囲では、ポータブル電源に搭載されているリチ

ウムイオン蓄電池の体積エネルギー密度を公開しているものはなかった。 

 

③ リチウムイオン蓄電池の容量（Wh） 

搭載するリチウムイオン蓄電池の容量の分布は図 I-５に示すとおり。Web 調査

の対象としたほぼ全てのポータブル電源に容量として Wh 単位の表示があった。

販売ページや取扱説明書等の記載から搭載されているリチウムイオン蓄電池の容

量と判断されるが、一部には単に「容量」とのみ記載されているものがあり、リ

チウムイオン蓄電池の容量を意味するかは判断できないものがあった。 

 

                                            
4 正極材料に、リン酸鉄を用いたもの。リチウム、鉄、リンの頭文字をとって LiFePo4 と表記さ

れることもある。 
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図 I-５ ポータブル電源の蓄電池の容量（Web 調査） 

 

リチウムイオン蓄電池の容量は、1,000Wh を超え 2,000Wh 以下の範囲が多

く、次いで 500Wh を超え 1,000Wh の範囲が多かった。これはＲ４年度も同様の

傾向である。今年度の調査ではそれよりも更に大きい 2,000Wh を超え 3,000Wh

以下や、小型の 200Wh を超え 300Wh も多くなっており、大型のものや AC アダ

プタで駆動するノートパソコン等の充電用途と考えられる小型のものなど、他社

の製品との差別化が進んできているものと考えられる。 

 

④ ポータブル電源の用途 

ポータブル電源は、災害による停電時や、キャンプなどアウトドア環境におい

て、家庭用の電気機器を利用したり、スマートフォン等の電子機器の充電に使用

することを用途とするものが大半であり、Ｒ４年度調査と同様の傾向だった。 

 

ｃ．交流出力 

① 出力電圧 

ポータブル電源の出力電圧は、図 I-６に示すとおり。多くは 100V であるが、

日本の標準電圧ではない 110V 出力のものや、100-110V、100-120V といった出

力電圧に幅を持たせた表記の製品、また、100V/200V といった EV 対応の製品が

ある。これらはＲ４年度調査と同様の傾向であった。 
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図 I-８ ポータブル電源の出力波形の例（Ｒ４年度調査報告の再掲） 

 

③ 出力周波数 

Web 調査の結果、出力周波数は、50Hz、60Hz 専用又は、50／60Hz 両用のも

のが多数を占めたが、1 機種だけ 55Hz のものがあった。一部の電気製品（例え

ば、電子レンジや、換気扇、照明器具等）には、50Hz 又は 60Hz 専用の製品もあ

り、ポータブル電源が出力する周波数が不一致となる場合には、発熱や消費電力

の増加、動作不具合といった支障が起こる可能性がある。 

 

④ 交流出力定格（W） 

Web 調査の結果、交流出力定格は図 I-９に示すように分布している。搭載した

リチウムイオン蓄電池の容量の分布（（ｂ）③）と同様、Ｒ４年度調査に比べ取り

出せる交流出力定格も大きくなってきている。 
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ｅ．その他 

Ｒ４年度調査では、ポータブル電源の容量を拡張するための増設バッテリーが市

販されていたが、今回調査においても同様の傾向であることが確認できた。 

また、屋外使用への対応とて防滴や防雨性能を有すると表記したものは多くない

が、６機種についてＩＰＸ１～５への対応の言及があった。また、３機種について

は防水カバーや防水バックを別売りで用意する等の対応がなされているが、アウト

ドアでの利用を遡及しているものの、製品として防水や防雨性能を有しているもの

が少ないという傾向はＲ４年度調査から変わりはない。 
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２. 規制と事故の状況 

（１） モバイルバッテリー 

ａ．規制の状況 

モバイルバッテリーの規制状況は、PMR 社の調査レポートと JET の調査によれ

ば、表 I-３及び表 I-４のとおり。 

 

① 安全規制 

モバイルバッテリーの安全規制に用いる規格は、IEC62368-1 の整合規格（ド

イツ、英国、中国、オーストラリア）や、IEC60950-1 の整合規格（インド）の

ように IT・AV 機器に適用される規格が広く用いられている。また、日本と同様

に IEC62133-2 の整合規格を採用している国（韓国）や、国レベルの規制はない

が、民間の認証（UL）が行われている米国のような例もある。 

IEC62368-1 では、機器に搭載するリチウムイオン電池について IEC62133-2

に適合することを求めているため、リチウムイオン電池単体としても IEC62133-

2 による安全評価が必要となる。5 

 

② 電磁両立性（EMC） 

IEC62368-1 を採用している国ではモバイルバッテリーの電波雑音の放射規制

（エミッション）に関して当該規格に対応した CISPR32 の整合規格が広く適用

されている。 

EMC 指令ではエミッションのほか、イミュニティについても規制しているこ

とから、EUと英国ではCISPR35の整合規格によるイミュニティの要求がある。

また、韓国は、安全規制に IEC62368-1 を採用していないが、EU や英国同様、

エミッションとイミュニティの規制がある。 

なお、中国は EMC の規制がないことを JET で確認した。 

 

  

                                            
5 中国は、リチウムイオン電池に対して IEC62133-2 の整合規格ではなく、中国国家標準である

GB31241（携帯型電子機器用リチウムイオンバッテリーおよびバッテリーセット 安全技術規

範）が適用される。 
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表 I-２ モバイルバッテリーに適用される国際規格 

IEC 62368-1 Audio/video, information and communication technology 

equipment - Part 1: Safety requirements（オーディオ・ビデオ，

情報及び通信技術機器－第 1 部：安全性要求事項） 

IEC60950-1 Information technology equipment - Safety - Part 1: General 

requirements（情報技術機器－安全性－第 1 部：一般要求事項） 

IEC62133-2 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-

acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed 

secondary cells, and for batteries made from them, for use in 

portable applications - Part 2: Lithium systems（アルカリ性ま

たはその他の非酸性電解質を含む二次電池および電池 - 携帯型

密閉型二次電池、およびそれらから作られた電池、携帯型アプリ

ケーションで使用するための安全要件 - パート 2: リチウム 

システム） 

CISPR32 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - 

Emission requirements（マルチメディア機器の電磁両立性－エ

ミッション要求事項） 

CISPR35 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - 

Immunity requirements（マルチメディア機器の電磁両立性－イ

ミュニティ要求事項） 
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表 I-３ モバイルバッテリーの安全規制（電池単体や輸送、環境規制等は除く） 

国・地域 規制名 適用規格 対応国際規格 

米国 
国レベルの規制なし。UL 認証（任意）が行わ

れている。 
UL 2734 - 

欧州（EU） 
低電圧指令（モバイルバッテリーは DC70V 以

下であり対象外） 
- - 

ドイツ 同上。GS 認定（任意）が行われている。 EN62368-1 IEC62368-1 

英国 UKCA(UK Conformity Assessed) EN62368-1 IEC62368-1 

日本 電気用品安全法 J62133-2 IEC62133-2 

韓国 KC（Korea Certification Mark）認定 KC 62133-2 IEC62133-2 

中国 中国強制認証(CCC) GB4943.1 IEC62368-1 

インド BIS 登録 IS13252(パート１） IEC60950-1 

オーストラリア SAA 認定 AS/NZS 62368-1 IEC62368-1 
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表 I-４ モバイルバッテリーの電磁両立性の規制 

国・地域 規制名 エミッション  イミュニティ  

  適用規格 対応国際規格 適用規格 対応国際規格 

米国 FCC FCC Part15 - - - 

欧州（EU） EMC 指令 EN55032 CISPR32 EN55035 CISPR35 

ドイツ EMC 指令 EN55032 CISPR32 EN55035 CISPR35 

英国 UKCA EN55032 CISPR32 EN55035 CISPR35 

日本 
電気用品安全法 

EMC は適用されない 
- - - - 

韓国 KC-EMC 認定 KS C 9832 CISPR32 KS C 9835 CISPR35 

中国 適用されない - - - - 

インド 情報なし - - - - 

オーストラリア RCM 認定 AZ/NZS CISPR32 CISPR32 - - 
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ｂ．事故の状況 

（ａ）日本 

独立行法人製品評価技術基盤機構（NITE）が 2024 年 12 月 31 日までに把握し

たデータを基に、2018 年 4 月 1 日以降に発生した製品事故を事務局が集計した結

果は、図 I-１１のとおり。2024 年度は期の途中の集計であるものの、リチウムイ

オン電池内蔵の製品の普及に伴うモバイルバッテリーの需要拡大により事故件数

は増加傾向にある。 

なお、事故の内容は概ね火災であり、製品そのものが焼損したほか、周囲の汚損、

焼損といった被害が生じている。 

 

図 I-１１ モバイルバッテリーの製品事故発生状況6 

  

                                            
6 消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故に加え、NITE が収集した非重大製品事故を含

む。 集計時点の情報であり、その後の数字は変更となる場合がある。 
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（ｂ）米国 

消費者製品安全委員会（CPSC: Consumer Products Safety Commission）の米

国内のリコール情報ページ7において「Batteries and Chargers」のカテゴリで 2017

年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日の間に掲載された情報（77 件）を確認した結

果、モバイルバッテリーに関するリコール情報は、図 I-１２のとおり。全体的に低

い水準であるが、2024 年にかけて増加の傾向にある。なお、全ての製品が中国製

であった。 

 

 

図 I-１２モバイルバッテリーのリコール情報（CPSC） 

  

                                            
7 https://www.cpsc.gov/Recalls

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年



18 

（c）欧州 

欧州委員会が提供している Safety Gate の情報8では 2025 年 1 月 14 日現在、感

電、火災及び火傷のリスクがあるものが 5 件登録されている。 

 

表 I-５ Safety Gate で公開されているモバイルバッテリーのアラート 

Alert number 
リスク

の種類 
リスクの説明（要約） 法的規定 

A12/01852/20 

（2020 年） 

感電、

火災 

BMS がなく温度や充電電流の

保護がないため、周囲温度が

高いとセルが発火する危険あ

り。導体の接続の固定がなさ

れておらず緩みにより絶縁距

離が確保できずアクセス可能

な部分が通電状態になる可能

性がある。 

EN60950 に準拠し

ていない 

A12/01777/20 

（2020 年） 

火傷、

火災 

高温の周囲環境で充電中にセ

ルが熱暴走するおそれ。 

EN62133 及び

EN60950 に準拠し

ていない 

A12/00472/22 

（2022 年） 

火傷、

火災 

BMS はセルメーカが指定した

電流、電圧、温度のパラメー

タ内での制御をせず、周囲温

度が高すぎるか低すぎる環境

で充電するとバッテリが発火

又は爆発するおそれがある。 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格 EN 

60950-1 及び EN 

62133 にも準拠して

いない 

A12/03007/23 

（2023 年） 

火傷、

火災 

内部のねじが緩んでショート

が発生し、リチウムイオン電

池が過熱して火災の危険があ

る。 

低電圧指令の要件に

準拠していない 

A12/03159/24 

（2024 年） 

火傷、

火災 

バッテリーセルの製造不良に

より使用中に過熱、溶融、火

災を引き起こし、火傷の危険

がある。 

製品は、一般製品安

全指令の要件に準拠

していない 

 

一般的にモバイルバッテリーは、USB による入力と出力のみを備えており、低電

圧指令（直流は 70V 以上が対象）の適用は受けないものと考えられるが、低電圧指令

に準拠していないことの記述がある。 

                                            
8 https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search 
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図 I-１３ 事故情報の事例 

 

（２） ポータブル電源 

ａ．規制の状況 

ポータブル電源の各国の規制状況については、表 I-６及び  
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表 I-７のとおり。Ｒ４年度調査からの変更はない。 

 

表 I-６ 電気安全の規制 

国・地域 規制の概要 備考 

日本 電気用品安全法の適用は受け

ない。 

AC アダプタが別体の場合、

AC アダプタが「直流電源装

置」で対象。 

ポータブル電源に類似する製品の適用

規格としては、JIS C 4411-1:2023（無停

電電源装置（UPS）第１部安全要求事項）

や JIS C 4412:2021（低圧蓄電システム

の安全要求事項）があるが、大半のポー

タブル電源に適用することは意図して

いない。 

米国 米国連邦政府レベルの規制は

ない。 

NRTL 認証が普及している。 

Underwriters Laboratories(UL)により

UL 2743:2023（Standard for Portable 

Power Packs）を適用規格とした認証サ

ービスが提供されており、2025 年 2 月

12 日時点で 4 社（2023 年 2 月は 9 社）

が認証を取得している。 

欧州 低電圧指令の適用を受ける。 ポータブル電源を明確に適用範囲とし

て示す規格はないが、適用可能な整合規

格として EN 62368-1:2014 等が例示さ

れている。 

中国 中国強制製品認証（CCC 認証）

の対象。 

重量が 18kg 以下、定格容量は

600mAh 以上のリチウムイオ

ン電池／組電池を含む、交流・

直流入力／出力機能を備える

ポータブル電源。（屋外環境で

使用されるものを除く） 

ポータブル電源に適用される安全規格

は、GB 4943.1-2022（オーディオ・ビ

デオ、情報及び通信技術機器の安全規

格 IEC 62368-1:2018 に相当）。搭載す

るリチウムイオン蓄電池に適用される

規格は、GB 31241-2022（携携帯型電

子機器用リチウムイオンバッテリーお

よびバッテリーセット 安全技術規

範） 
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表 I-７ 電波雑音の規制 

国・地域 規制の概要 備考 

日本 電気用品安全法の適用は受け

ない。 

AC アダプタが別体の場合、

AC アダプタが「直流電源装

置」で対象。 

ポータブル電源に類似する製品の適用

規格としては、JIS C 4411-2:2019（無停

電電源装置（UPS）第２部電磁両立性

（EMC）要求事項）があるが、一般的な

ポータブル電源に適用することは意図

していない。 

米国 FCC（連邦通信委員会）によ

る規制を受ける。 

意図的にエミッションを放射しない機

器は、非意図放射器(unintentional 

radiator) と呼ばれ、47 CFR 15 

Subpart B (FCC Part 15 Subpart B) で

取り扱われる。 

欧州 EMC 指令の適用を受ける。 一般的に、製品の安全規格に対応した規

格を適用する。例えば、製品安全に EN 

62368-1:2014 を適用する場合には、EN 

55032:2015 を適用する。 

中国 ポータブル電源には適用され

ない。 

ポータブル電源に係る CCC 認証に要求

事項は確認されなかった。 

 

ｂ．事故の状況 

（ａ）日本 

独立行法人製品評価技術基盤機構（NITE）が 2024 年 12 月 31 日までに把握し

たデータを基に、2018 年 4 月 1 日以降に発生した製品事故を事務局が集計した結

果は、図 I-１４のとおり。2024 年度は期の途中の集計であるものの、ポータブル

電源の普及に伴い、事故件数は増加傾向にある。 

なお、事故の内容は概ね火災であり、製品そのものが焼損したほか、周囲の汚損、

焼損といった被害が生じている。 
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図 I-１４ ポータブル電源の製品事故発生状況9 

 

  

                                            
9 消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故に加え、NITE が収集した非重大製品事故を含

む。集計時点の情報であり、その後の数字は変更となる場合がある。 
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（ｂ）米国 

消費者製品安全委員会（CPSC）の米国内のリコール情報ページにおいて

「Batteries and Chargers」のカテゴリで 2017 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31

日の間の情報（77 件）を確認した結果、ポータブル電源に関するリコール情報は、

2 件あった。うち 1 件については、令和５年度産業保安等技術基準策定研究開発等

事業（ポータブル電源の安全性能に係る技術基準等に関する調査）（以下、「Ｒ５年

度調査」という。）で報告したものである。 

新たに追加された 1 件については、HALO 1000 Portable Power Stations（中国

製）であり、当該ポータブル電源が原因で火災が発生し煙を吸い込んだ男性が死亡

した事例の他、4 件の火災が発生して 2 件は煙を吸い込んだものであり、うち 1 件

は火傷を負ったものという説明があるが、事故の発生に至った情報は記載されてい

なかった。 

 

図 I-１５ HALO 1000 Portable Power Stations 
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図 I-１６ Power Plus Tora Portable Power Charging Stations 

（Ｒ５年度調査の再掲） 

（ｃ）欧州 

欧州委員会が提供している Safety Gate の情報では 2025 年 1 月 14 日現在、感

電、火災及び火傷のリスクがあるものが 7 件登録されている。 

Ｒ５年調査で“Portable Power Station”で検索した 5 件と“power bank”で検

索した結果から新たに追加できた 2 件である。表 I-８に概要を示す。 

 

表 I-８ Safety Gate で公開されているポータブル電源のアラート 

Alert number 
リスクの

種類 
リスクの説明（要約） 法的規定 

A12/01066/20*1 

（2020 年） 

感電 絶縁耐力が不十分であり、感電

のおそれがある。 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格

EN60950、

IEC60884-1*２に準

拠していない 

A12/00852/21*1

（2021 年） 

感電 コンセントのサイズが不適切で

プラグのピンを介して感電のお

それがある。 

低電圧指令の要件に

準拠していない 
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A12/00936/22 

（2022 年） 

感電 1 次-2 次回路の絶縁距離が確保

されておらず、接地もとられて

いないことから感電リスクがあ

る。 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格

EN62040-1、EN 

60950-1 及び EN 

62368-1 にも準拠し

ていない 

A12/01291/22 

（2022 年）  

感電 1 次-2 次回路の絶縁距離が確保

されておらず、接地もとられて

いないことから感電リスクがあ

る。 

（A12/00936/22 と同一事業者） 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格

EN62040-1、EN 

60950-1 及び EN 

62368-1 にも準拠し

ていない 

A12/00182/23 

（2023 年）  

感電 1 次-2 次回路の絶縁距離が確保

されておらず、接地もとられて

いないことから感電リスクがあ

る。 

（A12/00936/22 と同一事業者） 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格 EN 

60950、EN62040

及び EN 62368 にも

準拠していない 

A12/02198/23 

（2023 年） 

火傷、火

災 

電池セルに欠陥があり、温度保

護機能なしで並列接続されてい

る。電池が過熱することで、や

けど、発火、爆発のリスクがあ

る。 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格 EN 

62040-1、EN 

62100-6、EN 

60133-2 にも準拠し

ていない 

A12/02199/23 

（2023 年） 

火傷、火

災 

電池セルに欠陥があり、温度保

護機能なしで並列接続されてい

る。電池が過熱することで、や

けど、発火、爆発のリスクがあ

る。 

（A12/02198/23 とブランド違い

の同じ製品） 

低電圧指令の要件に

も、欧州規格 EN 

62040-1、EN 

62100-6、EN 

60133-2 にも準拠し

ていない 

※1 今年度の調査で新たに確認したもの 

※2 家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセントの IEC 規格 

 

（３） 電動アシスト自転車 

ａ．規制動向 

米国、欧州及び中国の電動アシスト自転車用バッテリの規制動向を調査した。 

なお、日本における電動アシスト自転車とは、ペダルをこぐ力をモータで補助す

る自転車であり、アシスト比で電動機の出力上限を規定しているが、欧州では電動
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機の最大連続定格で区分される。また、米国及び中国はアシスト比に関係なく自走

可能な車両も電動アシスト自転車として区分されている。日本においては、これら

の国の電動アシスト自転車は、一般原動機付自転車や自動車に分類されるが、本調

査では「電動アシスト自転車」として扱う。 

（ａ）米国 

電動アシスト自転車用バッテリの取扱いについて、連邦レベルでの規制はない。

CPSC により UL2272（ホバーボードなどの e モビリティ機器の電気システム）、

UL2849（e バイクの電気システム）への準拠が呼びかけられている。 

また、ニューヨーク市のように法令で電動自転車、電動スクーターなどのマイク

ロモビリティ機器を販売、リース、配布する企業は UL 又は他の国家認定試験所

（NRTL）からの認証を受けることを必要とする事例がある。10 

（ｂ）欧州 

電動アシスト自転車は機械指令の対象であり、EN15914（Cycles - Electrically 

power assisted cycles - EPAC Bicycles）が適用される。電動アシスト自転車用の

バッテリに対しては、IEC62133 又は EN50604-1（Secondary lithium batteries 

for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements 

and test methods）が適用されるが、2023 年に発行された EN15914 の追補１によ

り、EN50604-1 へ一本化された。 

（ｃ）中国 

電動アシスト自転車のバッテリの安全性を対象とした、電動自転車用リチウムイ

オン電池技術規範（GB43854-2024）が国家市場監督管理総局（国家標準管理局）

により公布され、2024 年 11 月 1 日より施行された。これにより、中国国内の電動

アシスト自転車用バッテリについては、強制的な国家標準への適合が要求される。

11 

 

ｂ．事故事例 

（ａ）日本 

独立行法人製品評価技術基盤機構（NITE）が 2024 年 12 月 31 日までに把握し

たデータを基に、2018 年 4 月 1 日以降に発生した製品事故を事務局が集計した結

果は、図 I-１７のとおり。2024 年度は期の途中の集計であるものの、コロナ禍に

おいて「密を避ける移動手段」として自転車が注目されたこともあり、それに伴う

電動アシスト自転車の需要拡大より事故件数は増加傾向にある。 

なお、事故の内容は概ね火災であり、製品そのものが焼損したほか、周囲の汚損、

焼損といった被害が生じている。 

                                            
10 UL のホームページ参照 
11 河北省文物局のホームページ参照 
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図 I-１７ 電動アシスト自転車の製品事故発生状況12 

 

（ｂ）米国 

消費者製品安全委員会（CPSC）の米国内のリコール情報ページにおいて e-bike

のキーワードで検索した 2017 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日の間の情報を確

認した結果、電動アシスト自転車のバッテリに関するリコール情報は、5 件あった。 

そのうち、危害につながる情報の記載があったものは 2 件あり、①充電を管理す

る配線の不良により充電制御ができないことから、火災のおそれがあるもの、②バ

ッテリを自転車に固定するラッチが不良でバッテリが落下することによる危険及

びラッチによりバッテリーハウジングを摩耗させ火災のおそれがあるものがあっ

た。 

                                            
12 消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故に加え、NITE が収集した非重大製品事故を含

む。集計時点の情報であり、その後の数字は変更となる場合がある。  
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図 I-１８ 充電制御ができないことから火災のおそれがあるものの事例 

（Recall No. 24-092） 
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図 I-１９ ラッチ不良から落下、バッテリーハウジングの摩耗による火災のおそれが

あるものの事例（Recall No.22-132） 
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ｃ．欧州 

欧州委員会が提供している Safety Gate の情報では 2025 年 1 月 14 日現在、感

電、火災及び火傷のリスクがあるものが 5 件登録されている。 

 

表 I-９ Safety Gate で公開されている電動アシスト自転車のバッテリのアラート 

Alert number リスクの

種類 

リスクの説明（要約） 法的規定 

0527/11 

（2011 年） 

火災 バッテリの充電量が一定以下に

なった状態で充電するとバッテ

リが発火するおそれがある 

機械指令に準拠して

いない 

A12/0729/13

（2013 年） 

火災 湿気がバッテリ内に浸透して腐

食を起こし、短絡や火災のおそ

れがある 

記述なし 

A12/0497/15

（2015 年） 

火傷、火

災 

密閉性に欠陥があり、湿気がバ

ッテリ内に浸透して過熱や自然

発火のおそれがある 

記述なし 

A12/1713/16

（2016 年）  

火災 液体の浸入保護に欠陥があり、

水がバッテリのメインボードに

接触し、短絡。バッテリが過熱

して火災の原因になるおそれが

ある 

EN60529（外来固

形物及び水気の浸

入）に準拠してない 

A12/00778/20

（2020 年）  

火災 バッテリが過充電及び過熱の危

険がある 

EN 621233-2 に準

拠していない 
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II. 事故事例の分析 

NITE が 2024 年 12 月 31 日までに把握した重大製品事故のうち 2018 年 4 月 1

日以降に発生したものを対象に、事故原因の推定に至らなかったもの及び特定に至

らなかったものを含め、事故分析の内容から推測される事故原因を事務局により類

型化した。 

１. モバイルバッテリー 

モバイルバッテリーの事故事例からの分析は、図 II-１のとおり。セルの異常過

熱が約半数を占めるが、セルの異常過熱を生じた理由は明確でない。 

 

図 II-１ モバイルバッテリーの重大製品事故における事故原因の類型 

（推定・特定に至らなかった事例を含む） 

 

２. ポータブル電源 

ポータブル電源の事故事例からの分析は図 II-２のとおり。大部分は不明又は調

査中である。出力端子から逆充電されたと推測できるもの（事故原因の特定に至っ

ていないものを含む）が 8 件あり、通常、直流の入力を受けるジャックを直流出力

として使用していることが、リスクを大きくしているのではないかと想定される。

（構造の例は「表 I-１ 出力端子の形状」を参照） 
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図 II-２ ポータブル電源の重大製品事故における事故原因の類型 

（推定・特定に至らなかった事例を含む） 
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３. 電動アシスト自転車用バッテリー 

電動アシスト自転車用バッテリーの事故事例からの分析は、図 II-３のとおり。

セルの異常過熱が約半数を占めるが、セルの異常過熱を生じた理由は明確でないも

のがほとんどである。 

 

図 II-３ 電動アシスト自転車の重大製品事故における事故原因の類型 

（推定・特定に至らなかった事例を含み、バッテリーによる火災事故に限る） 
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III. 安全確保の検討 

１. リン酸鉄系のリチウムイオン蓄電池の安全性 

一般的なリチウムイオン蓄電池の安全性について、（１）から（３）について詳述す

るとともに、リン酸鉄系のリチウムイオン電池の構造と熱暴走の仕組み、安全対策の

必要性について（４）から（６）に取りまとめた 

（１） リチウムイオン蓄電池の熱暴走メカニズム 

リチウムイオン蓄電池の安全性を損なう発火・破裂現象は、主に、下記の反応によ

る発熱に起因した熱暴走が発生して起こる。 

 

① 負極と電解液の反応（約 80℃～）；負極と電解液の反応で発熱し、負極表面の SEI

不動態被膜が成長することにより内部インピーダンスが増加。 

② セパレータがメルトダウン(約 120℃～)：正極と負極が全面的に短絡（ショート）

することにより、ジュール熱が発生。 

③ 正極と電解液の反応（約 200℃～）；電解液が酸化分解して温度上昇。三元系

（LiNixCoyMn(Al)zO2）の場合は、正極材料の分解により、結晶中から活性な酸素が

発生し、正極表面で CO, CO2, H2 ガスが発生 

④ 電解液の熱分解（約 270℃～）；有機溶媒と電解質(LiPF6)が反応して温度上昇が進

み、HF, CO2 ガスが発生 

⑤ 負極と電解液の反応（約 280℃～）；電解液が還元分解して温度上昇が進む。負極

表面で可燃性のある有機化合物が生成される。 

⑥ 正極集電体（Al 箔）の溶融（約 660℃～）；正極集電体（Al 箔）が溶融し、正極の

金属酸化物と Al とのテルミット反応により約 1000℃を超える熱が発生。 

 

電池が外部から加熱された場合や、電池劣化による負極表面へのリチウム金属析出、

電池内部に金属小片異物が混入するなどの事象で、セパレータが局部的に破膜して微

少ショートが発生すると、電池温度が上昇する。電池の温度が一定値を超えた場合、

①の発熱反応が促進される。 

電池安全対策として、セパレータ（多孔質高分子膜）の細孔を塞ぐ熱閉塞（シャッ

トダウン）機能により、正極と負極との間の Li イオンの移動を制限して電池機能が

停止するが、温度が更に上昇した場合には、セパレータが収縮・溶融（メルトダウン）

し、正極と負極との全面的な短絡が発生して発熱する（②）。 

約 200 ℃付近に達すると正極材料が分解して活性な酸素を放出し、電解液を酸化

分解して大きな発熱を生じ（③）、これにより電池の温度は急速に上昇し、④、⑤及び

⑥の急激な発熱が発生し、熱暴走する。 

 

  



35 

 

図 III-１ ＬＩＢ熱暴走・発熱挙動のイメージ 

 

（２） 電池安全性に関する正極材料・化学的安定性の寄与 

正極が電解液を酸化分解して発熱する反応（図 III-１の③）は、正極材料の化学的

安定性を向上させることにより抑制できる。この発熱を抑制できれば、電解液や負極

の分解反応を生じる図 III-１の④及び⑤の温度に到達しにくいため、電池の熱暴走を

制御することができる。 

しかしながら、過充電、急速充電、及び劣化などにより、負極表面上に、電解液と

反応性の高いデンドライト（針状）リチウム金属に析出する場合には図 III-１の①及

び②による大きな発熱を伴い、正極の安定性に関わらず、図 III-１の④、⑤ 及び ⑥

の発熱を伴い熱暴走に至る。 

 

（３） 安全性要求事項 

リチウムイオン電池の安全性は、使用環境、使用上のリスクを考慮し、電動車両

(UN/ECE R100 (2016)）、定置用蓄電システム(IEC 62619 Ed.2 (2022)／JIS C8715-

2 (2024))、ポータブル電子機器(IEC 62133-2 (2017)／JIS C62133-2 (2020))等の規

制・規格化がなされている。 
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特に、定置型蓄電システムの規格では、多数のセルを組み合わせて構成されている

ことから、単セル又はセルブロック毎に電圧制御されていても、劣化した電池や不良

品の電池が混入して発火する確率が高くなるため、万が一、一つの単セルが熱暴走・

発火した場合においても、隣接する単セルが発火しないことが要求される（耐類焼性）。

電池モジュール、パックの耐類焼性を保持するためには、単セルの加熱に対する安定

性が重要になる。 

 

（４） リン酸鉄系リチウムイオン電池の構造 

オリビン型リン酸鉄（LiFePO4）の場合、リンと酸素の元素は、電子を共有して強

力に結合（共有結合）し、鉄は複数の酸素と立体的に静電引力で結合（イオン結合）

して、リチウムイオンが移動できる頑強なトンネル構造を構成する。このため、

LiFePO4 の分解温度 約 600 ℃ に温度が上昇すると、鉄と酸素のイオン結合は切れ

るが、リンと酸素の共有結合は、約 600 ℃以上でも切れることはなく PO43- イオン

は安定に存在し、酸素は放出しない。 

一方、層状の三元系（（LiNixCoyMn(Al)zO2））の場合、遷移金属（Ni,Co,Mn(Al)）

と酸素の元素は、静電引力で結合（イオン結合）して、リチウムイオンが移動できる

平面的な層構造を構成する。酸素はマイナス電荷の O2- (陰イオン)であり、層間にプ

ラス電荷の Li+ (陽イオン)及び Ni3+、Co3+、Mn3+ (Al3+)が配置して、結晶構造の電気

的中性を維持する。このため、Li+ イオンが充電等で結晶中から脱離して欠落した際

には、O2- 間で静電的な反発力が生じて、Li+ イオンが位置する層間距離が伸張し、結

晶構造が化学的に不安定となる。この際、高温になると結晶が分解して酸素が放出さ

れ、有機電解液を酸化分解し、CO、CO2 及び H2 ガスが発生する。 

 

（５） リン酸鉄系リチウムイオン蓄電池の熱暴走 

加熱によるリチウムイオン電池の発火は、80℃付近から、Li 挿入された黒鉛負極表

面上での電解液還元分解反応による微少な発熱が始まり、200℃付近から Li 脱離した

正極表面上での電解液酸化分解反応による比較大きな発熱が観測される。この発熱が

トリガーとなり、約 270℃ 以上で負極上での電解液分解反応による顕著な発熱を誘

発し、熱暴走して発火に至る。 

LiFePO4 は安定性が高く、400℃以上の高温域でも酸素放出しないため、図 III-１

の③の正極と電解液の反応が生じず熱暴走を抑制できる可能性が高い。 

しかし、負極上にリチウム金属が析出したリチウムイオン電池は、負極と電解液の

還元反応（図 III-１の⑤）が低い温度域でも起こり、正極の安定性に関わらず熱暴走

して発火に至るため、リン酸鉄系リチウム LiFePO4 を正極としたリチウムイオン電

池の場合においても、熱暴走に至る危険がないとはいえない。 

 

（６） リン酸鉄系リチウムイオン蓄電池の安全確保 

リン酸鉄系のリチウムイオン蓄電池は、上述のとおり熱暴走に至るリスクが小さい
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２. 技術基準解釈の検討 

（１） モバイルバッテリー 

海外では、IEC62368-1 及び CISPR32 の整合規格を適用しているところ、必ずし

もこれらの規格によってモバイルバッテリーが適切に評価できるかは明確ではない。

また、JIS C62133-2 等のリチウムイオン蓄電池に適用される規格が広く適用されて

いると想定されるところ、IEC62368-1 や CISPR32 の整合規格を適用することとし

た場合、規制強化となる側面もあることから、当該規格を適用することの妥当性につ

いて、実証試験の実施も含めて検討した。 

 

ａ．適用規格の状況 

モバイルバッテリーは、2018 年 2 月 1 日より「リチウムイオン蓄電池」として規

制対象化された。この際、適用する技術基準の解釈は別表第九又は別表第十二に採用

されている J62133(H28)（JIS C8712 :2015）を例示している。13 また、リチウムイ

オン蓄電池については雑音の強さ試験は適用していない。 

海外の適用規格を調査した結果、IEC62368-1 及び CISPR32 を基礎とした、各国

の整合規格を採用している事例が多く見受けられた。 

IEC62368-1 及び CISPR32 はそれぞれ J62368-1(2023)（JIS C 62368-1:2021＋追

補 1（2022））（以下、「JIS C62368-1」という。）及び J55032(H29)（CISPRJ32(2017)）

（以下、「J55032」という。）として別表第十二の解釈基準として採用されている。 

 

ｂ．JIS C62368-1 及び J55032 の適用の妥当性の検討 

（ａ）適用範囲 

モバイルバッテリーは、以下により JIS C62368-1 及び J55032 の適用範囲に含

まれるものと考えらえる。 

① JIS C62368-1 の適用範囲は「定格電圧が 600V 以下の、オーディオ、ビデオ、

情報通信技術及び事務機器の分野における電気電子機器の安全性について規定

する。」とあり、モバイルバッテリーを明示しているものではない。しかし、こ

の規格の適用例を示す附属書 A の表 A.1 では「この規格の適用範囲の対象機器

に電源を供給することを意図した電源装置」とあり、モバイルバッテリーは商用

電源に接続されない機器であるものの、これに類似するものと考えられる。 

② J55032 の適用範囲は、「DC 又は AC の定格電源電圧実効値が 600 V を超え

ないマルチメディア機器（MME）に適用する。」としており、マルチメディア機

器（MME）は、情報技術装置、オーディオ機器、ビデオ機器、放送受信機、娯

楽用照明制御装置又はこれらの組み合わせと定義されている。（CISRRJ 3.1.24）

一般に、JIS C62368-1 の適用範囲にある機器は、J55032 を適用しておりモバイ

                                            
13 METI ホームページ「モバイルバッテリーに関する FAQ Q12 技術基準としては、何に基

づけば良いのか？」より抜粋。適用する解釈は当時有効であったもの。

（https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/mlb_faq.html） 
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ルバッテリーについても同様に適用範囲にあると考えることが妥当である。 

 

（ｂ）JIS C62368-1 を適用する技術的妥当性 

JIS C62133-2 は電池セルや組電池に対する一般的な要求事項は充実しているも

のの、電気的要因による傷害（感電）や火災、機械的要因による傷害、及び熱的要

因による熱傷等といった要素についてはカバーされておらず、製品規格である JIS 

C62368-1 と併用することが妥当と考えられる。 

① JIS C62368-1 には感電、火災、熱傷、機械的要因又は有害物質による傷害等を

引き起こすエネルギー源から保護するための要求事項がある。電池を用いる機器

固有の安全性要求としては、附属書 M として「電池を含んだ機器、及びその保

護回路」という要求事項があり、電池及び電池セルの安全性については、電池の

規格を引用することとしている。リチウム二次電池には JIS C62133-2、JIS 

C8715-2 への適合性が求められるほか、アルカリ畜電池（JIS C62133-1）や鉛蓄

電池（JIS C8704-1）なども規格に適合することを求めている。すなわち、JIS 

C62368-1 ではリチウムイオン蓄電池の電池セル及び組電池に対して JIS 

C62133-2 の要求事項が適用されることとなる。 

② JIS C62368-1 をモバイルバッテリーに適用することの妥当性を確認するため、

モバイルバッテリー２機種について実証試験を実施した。試験結果は添付資料２

による。試買テストと同様、製品の回路図や設計上の情報の入手ができなかった

ことから試験を実施できた項目は限られたが、JIS C62368-1 を適用することに

大きな課題はなく、一般的なモバイルバッテリーに対して適用する項目の抽出が

できた。 

③ モバイルバッテリーを JIS C62368-1で評価する場合の適用項目と、JIS C62133-

2 の要求事項を比較した。 

JIS C62368-1 は JIS C62133-2 の要求事項に加え、電気的要因による火災(箇条

6)に対する防火用エンクロージャの要求や、熱エネルギーによる熱傷（箇条 9）

を防止するための温度上昇の判定、充電セーフガード（単一故障状態においてセ

ルの最大充電電圧及び最大充電電流を超えないこと等）(細分箇条 M.4.2)等とい

った要求事項が適用されるため、JIS C62133-2 のみで評価した場合に比べて安

全性の向上に寄与するものと考えられる。 
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（ｃ）J55032 を適用する技術的妥当性 

モバイルバッテリーのブロック図の例を下図に示す。単セルの充電制御を行い、

USB 規格14による入出力を行うため、DC/DC コンバータが必要となる。DC/DC コ

ンバータは、電波雑音の発生源となることから、モバイルバッテリーの電波雑音の

強さについての評価が必要である。 

 

図 III-３ モバイルバッテリーのブロック図の例 

 

 

図 III-４ モバイルバッテリーの電波雑音の発生状況 

 

モバイルバッテリーの電波雑音の強さを J55032 により確認することができるか

を実証するため、モバイルバッテリー２機種について実証試験を実施した。 

電波雑音の発生状況の例は図 III-４のとおり。DC/DC コンバータ由来とみられ

る電波雑音の発生が観測された。試験結果は添付資料２による。規制値に対して、

マージンがあるものとマージンが小さいものがあり、モバイルバッテリーであって

                                            
14 USB（Universal Serial Bus）は 5V。拡張規格である USBPD（USB Power Delievry）は、

最大 100Ｗ（20V5A）までの受給電を可能としている。 

DC/DC コンバ

ータ／放電制

御 

DC/DC コンバ

ータ／充電制

御 

降圧 昇圧 入力(5V) 

 

出力(5V) 

  電池(3.7V) 
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も規制値を超える電波雑音の発生の可能性はあり得ることが確認された。 

 

モバイルバッテリーの適用規格として JIS C62133-2 ではなく、JIS C62368-1 を

例示した場合、（ｂ）③のとおり安全性の向上に寄与する。また、モバイルバッテリ

ーには電波雑音の発生要因となり得る DC/DC コンバータが内蔵されていることか

ら、J55032 による電波雑音の評価が必要と考えられる。 

また、欧州をはじめとした他国も同様の運用がなされていることから、国際整合

の観点からも望ましい。 

 

（２） 電動アシスト自転車用バッテリー 

電動アシスト自転車用バッテリーについては、JIS D9115（電動アシスト自転車）

で取り扱われている。組電池に用いる電池については、“電気用品安全法施行令の

対象となるリチウムイオン蓄電池は電気用品の技術上の基準を定める省令が適用

される”旨の記載がある（細分箇条 5.18）ほか、組電池の安全については細分箇条

C.6 で以下のような要求事項がある。 

・充電器と車両との組み合わせにおいて安全性及び適合性が確認され、過充電、

異常な発熱及び短絡の防止機構が折り込まれていること。 

・車両に取り付けられた状態で降雨にさらされても電気的に支障を生じない防水

性、耐湿性、耐食性をもつことや、異常な発熱などの支障が生じないこと。 

重大製品事故の事例でもバッテリーへの水気の浸入が原因とみられるものがあ

ったが、JIS D9115 では具体的な評価方法までは言及していない。 

 

（３） リチウムイオン蓄電池搭載機器の基準 

リチウムイオン蓄電池を搭載した家電機器や電動工具の普及が進んでおり、これ

らに使用されるリチウムイオン蓄電池（主に非純正バッテリ）による事故が増加し

ている。 

 

電気用品調査委員会事故事例調査部会では、リチウムイオン蓄電池／搭載機器の

事故を未然に防止するため、リチウムイオン蓄電池／搭載機器等事故調査分科会を

設置して 2023 年 12 月から 2025 年 2 月までの間、リチウムイオン蓄電池搭載機器

の安全確保について検討した。 

ここでは、機器メーカは性能や安全を確保するために機器との組み合わせでリチ

ウムイオン蓄電池を評価している一方、機器メーカがその開発に関与していない非

純正バッテリは、機器との組み合わせにおける安全の機能確保ができているとは限

らないことが課題としてあげられ、組み合わせが特定できるリチウムイオン蓄電池

は、製品の規格にも適合することを明確化する必要があるとして、報告書をとりま

とめた。 

上記の方向性をうけ、本事業としては家電機器に適用される規格（JIS C9335-1）
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及び電動工具に適用される規格（JIS C62841-1）において、リチウムイオン蓄電池

の規格（JIS C62133-2）に加えて評価が必要となる項目の洗い出しを試行した。 

ａ．家電機器 

JIS C9335-1 では、附属書 B でバッテリ駆動機器や着脱式バッテリを使用する機

器への要求事項を規定しており、バッテリに対する固有の事項のほか、バッテリと

組み合わせた状態での評価が求められる。JIS C62133-2 で明確な要求や試験方法

が規定されていない項目の例は以下のとおり。 

・温度上昇（箇条 11 バッテリ自体の温度上昇の他、搭載機器の温度上昇を含む） 

・金属イオン系バッテリの充電（箇条 12 充電温度、バッテリのアンバランスを含

む） 

・異常下における動作（箇条 19 電子回路の故障時にバッテリの上限充電電圧を超

えないことを含む） 

ｂ．電動工具 

JIS C62841-1 の附属書 K では、電動工具用バッテリパックは手荒な使用、高い

充放電電流など、その他の機器に用いられるバッテリパックとは異なるということ

から、バッテリパックに適用する規格（JIS C8712(2015)）への適合ではなく、独

自の要求を規定している。このため、JIS C62133-2 にのみ適合するバッテリパッ

クの使用は意図していないといえる。 

 

これら規格での要求事項は、リチウムイオン蓄電池搭載機器側（電安法対象外）

で対応するものもあれば、リチウムイオン蓄電池側（電池パック側）で対応するも

のもあるが、少なくともリチウムイオン蓄電池の要求事項として JIS C62133-2 等

の電池に関する要求事項のみを例示することは、リチウムイオン蓄電池を取り扱う

事業者（特に非純正バッテリを扱う事業者）に対して、誤ったメッセージを伝える

ことになり得る。 
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３. 広報／周知活動 

消費者向けの広報活動として、オウンドメディア（消費者向け情報提供サイトや

SNS）の利用や、消費者が参加するセミナーやイベントでの広報が考えられる。 

（１） 消費者向け情報提供サイトの活用 

JET は、消費者向け情報提供サイトとして、2021 年より Glad!を公開しており、

電気製品の利用の安全啓発活動を行っている。コーポレートサイトと別の Web サイ

トとすることによって、より消費者になじみやすい情報を提供することができる。 

 

 

https://www.glad-glad.info/electrical-product-accident/142/ 

図 III-５ 消費者向け情報提供サイトの事例 
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（２） SNS の活用 

認証制度共同事務局（SCEA）では、消費者向けの S マークの広報活動として、2022

年より SNS の活用（X）をしている。2024 年 11 月にはモバイルバッテリーの発火事

故の注意喚起のため、経済産業省の広告とあわせた記事を掲載した。 

 

 

図 III-６ 認証制度共同事務局の SNS（X）の記事 

 

SNS のメリットとして、リポストによる拡大が挙げられる。SCEA の SNS のフォ

ロワーは約 6,500（2025 年 2 月 25 日現在）であるが、2024 年 11 月に実施した S マ

ークの周知のためのイベント（S マーク付き電気製品の写真をリポストすることで商

品が当たるキャンペーン）では、約 2 倍の 1.4 万回の閲覧があるなどの効果があった。  
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（３） セミナーでの広報活動 

内閣府地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム「安全と SDGs 分科会」２０２４

年度秋季シンポジウムにおいて、最近の製品安全関連トピックスに関する関心度調査

を実施し、選択項目として非純正バッテリー（含むモバイルバッテリー）の事故を取

り上げた。アンケートの結果、非純正バッテリー（含むモバイルバッテリー）の事故

については関心が高い傾向にあった。 

シンポジウム当日の解説では、OECD 国際共同啓発キャンペーンに紐づけて解説

し、リチウムイオン電池の安全性について意識を高く持つよう呼びかけた。（シンポ

ジウム参加者約２００名） 

 

 

図 III-７ 「安全と SDGs 分科会」２０２４年度秋季シンポジウムのポスター 
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（４） イベントでの広報活動 

六甲アイランド地域振興会の賀詞交換会において、約１００名の参加者に向けて、

OECD 国際共同啓発キャンペーンについて紹介するとともに、リチウムイオン電池

の安全性について、消費者庁の資料を活用して説明した。 

 

図 III-８ 消費者庁の News Release 

以上 
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1 委託事業目的・背景 

平成 25 年 7 月 1 日、技術の進歩や新製品の開発に柔軟に対応できるようにするため、電

気用品の技術上の基準を定める省令の全面改正が行われ、品目ごとに技術基準を詳細に定め

る仕様規定から、電気用品の安全に必要な性能を定めた性能規定とする改正が行われた。 

上記改正により、事業者は、所定の安全性能を満たせば足りることになるため設計の自由

度が大きくなり、迅速かつ的確な商品開発が可能となった一方で、新製品の開発に当たって

は十分なリスクアセスメントを実施することや、既存製品であっても事故等の問題が起きた

場合の再発防止策を安全原則に基づき検討するなど、自己責任の重要性がますます高まっ

た。 

また、同じタイミングで、経済産業省は、事業者が性能規定化された技術基準を満たす目

安として、当分の間、従来（平成 25 年 6 月末時点）の「仕様規定」を電気用品安全法に係

る技術基準解釈として通達で示す方針を示すとともに、今後は、世界市場を視野に入れた商

品開発・流通を促すため、最新の技術や国際的な規制動向を反映して弾力的に改訂される

JIS 等公的規格を積極的に活用していく方針を示し、電気用品安全法に係る技術基準解釈と

して、従来（平成 25 年 6 月末時点）の技術基準省令等で定めていた我が国特有の基準を例

示基準として整理した解釈別表第 1 から 11 と、国際規格に準拠した解釈別表第 12 の整合規

格を通達として制定した。 

併せて、経済産業省は、電気用品安全法の技術基準体系の整備方針についてとして、以下

の方針を示している。 

○ 今後の電気用品安全法技術基準体系の整備は、主として、JIS 等公的規格の整合規格

としての採用を中心に進め、技術基準解釈通達の解釈別表第 12 の整備・拡充を鋭意

進めることとする。 

○ 一方で、旧 1 項基準である技術基準解釈通達の解釈別表第 1 から解釈別表第 11 につ

いては、事故事例及び新技術への対応等、必要最小限の見直しは行いつつ、整合規格

が整備された分野から順次廃止していくこととする。 

上記方針を踏まえ、経済産業省は、関係者と連携の上、順次、電気用品安全に係る技術基

準解釈通達の見直しを進めてきたところ、令和４年１２月には解釈別表第 9（リチウムイオ

ン蓄電池）の見直しが完了するとともに、令和５年度には、解釈別表第 1（電線及び電気温

床線）、解釈別表第 4（配線器具）、解釈別表第 7（小形交流電動機）を解釈別表第 12 に一本

化するための検討等が進んだ状況にある。 

他方、これまでの見直しに係る検討の中で、電気用品安全に係る技術基準解釈通達の解釈

別表第 12 において、「JIS 等公的規格の整備が進まず整合規格が採用できていない電気用

品」や「JIS 等公的規格は整備されているものの見直しが行われていない」等の課題が浮か

び上がってきている状況。 

この状況に鑑み、本事業では、電気用品安全法に係る技術基準解釈通達の整備状況を精緻

に分析するとともに、同通達解釈別表第 12 の表１から表５については「①JIS 等公的規格

の整備が進まず整合規格が採用できていない件の取扱い」、「②JIS 等公的規格は整備されて
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いるものの見直しが行われていない件の取扱い」等の課題を洗い出し、それら課題に対する

対応方針について検討を進め、今後の作業の方向性等を取りまとめることを目的とする。 

【参考】 

① 技術基準の性能規定化の目的等 

2013 年 12 月 5 日に開催された「第 1 回 産業構造審議会 商務流通情報分科会 製品安

全小委員会」において、“電気用品の技術基準体系の見直し（性能規定化）”が審議され

た。公開されている審議会の開催資料１を要約すると、技術基準の性能規定化の目的等

は、次のように示されている。 

 平成 25 年 7 月 1 日、電気用品安全法の技術基準は、技術の進歩や新製品の開発に

柔軟に対応出来るようにするため、電気用品の技術上の基準を定める省令が全面改

正され、品目毎に技術基準を詳細に定める仕様規定から、電気用品の安全に必要な

性能を定めた性能規定となった。この改正により、材料の規格、数値等の詳細につ

いては、事業者自らが技術基準の適合性を判断できる仕組みとなった。 

 上記改正により、事業者は所定の安全性能を満たせば技術基準適合となるため設計

の自由度が大きくなり、迅速な商品開発が可能となったところ、十分なリスクアセ

スメントの実施や事故等の問題が発生した場合の再発防止措置等の責務が増す等、

自己責任の重要性が高まった。 

（参照資料） 

平成 25 年 12 月 5 日 第 1 回 産業構造審議会商務流通情報分科会製品安全小委員会 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan shohi/seihin anzen/001.html 

資料１ 

 

② 整合規格の整備方針 

2014 年 6 月 30 日に開催された「第 2 回 産業構造審議会 商務流通情報分科会 製品安

全小委員会」において、“電気用品安全法の技術基準体系の整備方針”が審議された。公開

されている審議会の開催資料２－１を要約すると、技術基準の解釈の整備方針は、次のよ

うに示されている。 

 経済産業省は、性能規定化された技術基準を満たす目安として、技術基準解釈（通

達）を発出。技術基準解釈（通達）は、主としてＪＩＳ等公的規格の整合規格とし

ての採用を中心に進め、技術基準解釈通達の解釈別表第 12 の整備・拡充を鋭意進

めることとする方針も提示するとともに、従来（平成 25 年 6 月末時点）の技術基

準省令で定めていた我が国特有の例示基準（いわゆる旧１項基準）として整備した

同通達の解釈別表第一から解釈別表第十一については、事故事例及び新技術への対

応等、必要最小限の見直しは行いつつ、整合規格が整備された分野から順次廃止し

ていく方針。 

（参照資料） 

平成 26 年 6 月 30 日 第 2 回 産業構造審議会商務流通情報分科会製品安全小委員会 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan shohi/seihin anzen/002.html 

 資料２－１ 

 

2 検討課題 

2.1 解釈解釈別表第 1～解釈解釈別表 11 の解釈解釈別表第 12 への一本化の状況 

(1) 現在の状況 

電気用品安全法の技術基準体系の整備方針は、次による。 
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 電気用品安全法の第 1 条に定める民間の自主的な活動を推進するため、技術基準（省

令）を性能規定化し、技術基準を満たす例を技術基準の解釈（仕様規定）として民間

が作成した整合規格を国が採用する。 

 当面は、従来（平成 25 年 6 月末時点）の技術基準省令で定めていた我が国特有の例

示基準（いわゆる旧 1 項基準）として残すが、整合規格が整備された後に、これを廃

止する。 

上記方針のもと、解釈別表第 1（電線）、4（配線器具）、7（小型電動機）及び 9（リチ

ウムイオン蓄電池）の技術基準解釈は、2024 年度までに民間が作成した整合規格に一本

化された。しかし、他の解釈別表については、電気用品名ごとの整合規格が十分にできて

いないことにより、整合規格への一本化ができない状況である。 

表１ 整合規格の整備状況 

技術基準解釈（通達） 整備状況 

別表第 1 （電線） ＜解釈別表第 12 への一本化がされた＞ 

別表第 4 （配線器具） 

別表第 7 （小型電動機） 

別表第 9 （リチウムイオン蓄電池） 

別表第 2 （電線管） ＜解釈別表第 12 への一本化がまだされていない

＞ 

【課題】 

技術基準解釈（通達）の解釈別表第十二につい

て、 

・「例示として活用可能な整合規格が整備できて

いない」 

・「JIS 等公的規格は整備されているが、見直し

が行われていない」 

等の理由により整備が不十分な状況。  

別表第 3 （ヒューズ） 

別表第 5 （電流制限器） 

別表第 6 （変圧器・安定器） 

別表第 8 （電気製品） 

別表第 10 （雑音の強さ） 

※ 雑音の強さについては、2024 年度の電気

用品調査委員会から解釈別表第十二への一本

化が国に提案されている。 

別表第 11 （絶縁物の温度上値） 

 

(2) 未整備の整合規格 

【課題１ 整合規格（民間の作成規格）に未整備のものがある。】 
解釈別表第 12 は、次のような構成になっている。解釈別表第 12 を適用する場合は、

該当するすべての表の整合規格を適用する必要がある。 
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表２ 解釈別表第十二の表構成 

表 タイトル 

表１ 電気安全に関する基準 

表２ 雑音の強さに関する基準 

表３ 遠隔操作機構を有するものに関する基準 

表４ 経年劣化による注意喚起表示 

表５ 事故未然防止に係る安全基準 

 

解釈別表第 12 の表ごとに次のような課題がある。 

表３ 解釈別表第 12 の課題 

表 課題等概要 

表１ ① 当該電気用品に関連の業界団体が存在するが、公的規格（国際規格等）が

存在せず、整合規格が作成できない。 

② 当該電気用品の公的規格（国際規格等）が存在するが、関連の業界団体が

国内に存在しないため、整合規格が作成できない。 

③ 当該電気用品の関係の業界団体及び公的規格（国際規格等）ともに存在な

いため、整合規格が作成できない。 

④ 例示基準として活用される可能性がない試験方法及び部品規格（17 規

格）等が存在するため、それらを廃止の必要がある。 

表２ 雑音の強さに関する基準について、「IEC 61000-6-3」、「IEC 61000-6-4」をジ

ェネリック規格 1として解釈別表第 12 に採用する必要性について検討が必要

である。 

表３ 遠隔操作機構を有するものに関する基準については、基準内容が通信回線を利

用した遠隔操作に対する基準が不足しているため、解釈別表第 4

（JISC8300）及び解釈別表第 8 に整合する形での見直しが必要である。 

                                                      
1 今後、電気用品で様々なものが開発されることを考慮して発行された『IEC 61000-6-3 Generic 

standards - Emission standard for equipment in residential environments』、『IEC 61000-6-4 : Generic 

standards - Emission standard for industrial environments』の雑音の強さの IEC 規格 
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表４ 経年劣化による注意喚起表示については、表示を必要とする当該製品の古い整

合規格に規定がないため表４と併用して適用する必要があるが、該当製品の新

しい JIS（整合規格）には表４と同等の規定が反映されているため、古い整合

規格が廃止された後に、表４を廃止する必要がある。 

[表４との組み合わせが必要な整合規格] 

J60065（2019）オーディオ，ビデオ及び類似の電子機器－安全性要求事項 （廃止時期未定） 

J60335-2-40(H20) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－４０部：エアコンディ

ショナ及び除湿機の個別要求事項  令和 8 年 7 月 31 日まで有効 

J62368-1(2020)オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器－ 第 1 部：安全性要求事項  

令和 8 年 4 月 30 日まで有効 

表５ 事故未然防止にかかる安全基準は、事故が発生した場合、JIS 改正を待たずに

整合規格に対応規定を加えるために制定された基準である。このため、規定内

容が表１の JIS に反映された後は、削除が可能であるが、今後も事故発生時に

は、同様の対応が必要となることが考えられるので、枠組みとして当面は残し

ておく。 

 

(3) 廃止されていない国の解釈通達 

【課題２ 解釈別表第 12 の別紙（国の解釈通達）が廃止されていない】 

解釈別表第 12 の表１に採用されている整合規格のうち、民間が作成した規格ではな

く、国の解釈通達が採用されている規格（8 規格）がある。これらの 8 規格は、解釈別

表第 12 の別紙として、公開されているが、国の解釈通達を廃止し、民間が作成した規

格を採用するという基本方針に対応していない。 

表４ 解釈別表第十二の表１に採用されている国の解釈通達 

カテゴリ 基準番号 整合規格本文 

家電 J60335-1(3 版-H14)  

J60335-2-J6(H14)  

別紙 28 

別紙 107 

電動工具 J60745-1(1 版-H14) 

J60745-2-7(H14)  

J60745-2-13(H14)  

J60745-2-15(H14)  

J60745-2-16(H14) 

別紙 135 

別紙 142 

別紙 147 

別紙 149 

別紙 150 

変圧器 J61558-2-15(H14)  別紙 197 

 

(4) 解釈別表第 11 について 

解釈別表第 11 は、電気用品に使用される材料の使用温度の上限値に関する規定であ

るが、この規格に対応する JIS が存在していない。解釈別表第 11 を一本化又は廃止に

対しては、JIS 化の必要性について検討する必要がある。 
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2.2 技術基準省令の考え方の浸透度に関する課題 

【課題３ リスクアセスメントの必要性が理解されていない】 

技術基準の考え方は、次による。 

 法令上、適合が求められるのは、一義的に技術基準であり、解釈通達ではない。解釈

通達で示される整合規格に適合する製品は、技術基準省令に適合すると「見なされ

る」のであって、整合規格は、技術基準省令に置き換わるものでは無い。 

 技術基準解釈は、既存製品には対応できていても新機能等については後追いになる

ことから、新機能等については、事故未然防止の観点からリスクアセスメント等によ

る技術基準への適合確認が必要。 

事業者は、設計の自由度が大きくなり、迅速かつ的確な商品開発が可能となった一方で、

新製品の開発に当たっては十分なリスクアセスメントを実施することや、既存製品であって

も事故等の問題が起きた場合の再発防止策を安全原則に基づき検討するなど、技術基準の考

え方が十分に浸透していないことよって、自己責任の重要性がますます高まったことに対す

る意識が不十分な可能性がある。 

 
2.3 事業者全体への周知広報 

【課題４a 解釈釈一本化に対する大幅な設計変更への対応が必要】 
技術基準解釈を一本化した場合、電気用品によっては大幅な設計変更が伴う可能性がある

ので、届出事業者に広く十分な周知する手段の確保する必要がある。また、今後、整合規格

の新規作成及び見直しを行った場合の周知広報の強化も検討する必要がある。 

 

2.4 登録検査機関の対応 

【課題４b 登録検査機関が対応できない規格への対応】 
特定電気用品に係る新たな整合規格が採用された場合、製造・輸入事業者のみならず、登

録検査機関においても検査機器等を準備する必要があることにも留意する必要がある。 

 
3 検討体制 

本事業を進めるにあたり、学識経験者、製造事業者団体、消費者団体、登録検査機関で構

成される検討委員会を設置して検討を行った。事務局は、一般財団法人電気安全環境研究所

が務め、検討委員会は、合計で 3 回開催した。 
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表５ 電気用品安全法の技術基準解釈見直し検討委員会委員名簿 

区分 分類 会社名 氏名（敬称略） 

委員長 学識経験者 東京大学 大崎 博之 

委員 消費者団体 消費生活コンサルタント 三浦 佳子 

製造事業者団体 一般社団法人日本電機工業会 立川 晃之 

一般社団法人日本照明工業会 浦谷 和幸 

一般社団法人電子情報技術産業協会 三橋 賢 

一般社団法人ビジネス機械・情報シス

テム産業協会 

安齋 智史 

登録検査機関 一般財団法人日本品質保証機構 蟹井 良之 

テュフラインランドジャパン株式会社 笠岡 利文 

株式会社 UL Japan 岩﨑 哲生 

一般財団法人電気安全環境研究所 上参郷 龍哉 

オブザ

ーバー 

関係者 独立行政法人製品評価技術基盤機構 北島 厚己 

関係者 一般財団法人日本規格協会 桑原 克佳 

関係者 一般社団法人日本電気協会 廣瀬 和紀 

経済産業省 製品安全課 佐々木 文人 

橋本 花那子 

遠藤 薫 

国際電気標準課 内藤 智男 

事務局 受託機関 一般財団法人電気安全環境研究所 住谷 淳吉 

加藤 有利子 

畠山 勝政 

 

4 課題に対する対応 

課題に対する対応については、報告書別冊のアクションシートにとりまとめた。 

5 今後の対応 

アクションシートによる対応を実施した場合、今後は、リスクアセスメントが必要となる

機会が増えることが想定される。 

リスクアセスメントが必要なケースは、次のとおり。 

① 整合規格を適用せずに自己適合証明を行うケース 

② 新開発の機能に対して、整合規格では想定されていないリスクがあるケース 

③ 通則又はバスケットクローズ規格を適用し、個別製品特有のリスクに対するリスクア

セスメントを行うケース 

注記 通則及びバスケットクローズ規格の詳細は、報告書別冊のアクションシートを

参照 
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このため、技術基準省令への適合性を確認するめためのリスクアセスメントマニュアル（仮

称）の公開が望まれる。今年度の事業においては、リスクアセスメントマニュアル（仮称）の

一部として、リスクアセスメントを実施する際に確認するポイントを技術基準省令毎にまと

めた、リスクアセスメントチェックシート案を作成した（別紙参照）。 

注記 なお、このリスクアセスメントチェックシート案は、表５の「電気用品安全法の技術基

準解釈見直し検討委員会」で審議したものではないので、リスクアセスメントマニュア

ル（仮称）を作成するときに、別途、関係者による審議が必要である。 



 

令和６年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業

（電気用品安全法の規制対象品目及び技術基準解釈の見直し等に係る調査）

報告書別冊

電気用品安全法の技術基準解釈見直し

アクションシート

2025 年２月 

February、 2025 

一般財団法人電気安全環境研究所

JAPAN ELECTRICAL SAFETY&ENVIRONMENT TECHNOLOGY LABORATORIES 
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1 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての見直し状況 

平成２５年７月１日、電気用品の技術上の基準を定める省令（以下「技術基準省令」とい

う。）の全面改正が行われ、品目ごとに技術基準省令を詳細に定める仕様規定から、電気用品

の安全に必要な性能を定めた性能規定とする改正が行われた。 

また、同じタイミングで、経済産業省は、事業者が性能規定化された技術基準省令を満た

す目安として、当分の間、従来（平成２５年６月末時点）の「仕様規定」を「電気用品の技術

上の基準を定める省令の解釈について」（以下「解釈」という。）として通達で示す方針を示

した上で、今後は、ＪＩＳ等公的規格を積極的に活用していく方針も示し、従来（平成２５

年６月末時点）の技術基準省令等で定めていた我が国特有の基準を例示基準として整理した

解釈別表第 1 から別表第 11 と、国際規格に準拠した解釈別表第 12 の整合規格を通達として

制定した。 

併せて、経済産業省は、「電気用品安全法の技術基準体系の整備方針について」として、以

下の方針を示している。 

① 今後の電気用品安全法技術基準体系の整備は、主として、JIS 等公的規格の整合規格と

しての採用を中心に進め、解釈別表第 12 の整備・拡充を鋭意進めることとする。 

② 一方で、旧１項基準である解釈別表第 1 から別表第 11 については、事故事例及び新技

術への対応等、必要最小限の見直しは行いつつ、整合規格が整備された分野から順次

廃止していくこととする。 

上記方針を踏まえ、経済産業省は、関係者と連携の上、順次、電気用品安全法に係る解釈

の見直しを進めてきたところ、令和４年１２月には解釈別表第 9（リチウムイオン蓄電池）の

見直しが完了するとともに、令和５年６月には、解釈別表第 1（電線及び電気温床線）、解釈

別表第 4（配線器具）、解釈別表第 7（小形交流電動機）を解釈別表第 12 に一本化するための

見直しが完了した。 

他方、これまでの見直しに係る検討の中で、解釈別表第 12 において、「JIS 等公的規格の整

備が進まず整合規格が採用できていない電気用品」や「JIS 等公的規格は整備されているもの

の見直しが行われていない」等の課題が浮かび上がってきている状況となっている。 
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2 用語の定義 

本アクションシートで用いる用語の定義は次のとおり。 

 

2.1 解釈 

技術基準省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したもの。解釈別

表第 1 から別表第 11 までと解釈別表第 12 は、両者を混用できない。 

【電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について】 

別表第一 電線及び電気温床線 

別表第二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 

別表第三 ヒューズ 

別表第四 配線器具 

別表第五 電流制限器 

別表第六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 

別表第七 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第二第六号に掲

げる小形交流電動機 

別表第八 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第一第六号から

第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具

並びに携帯発電機 

別表第九 リチウムイオン蓄電池 

別表第十 雑音の強さ 

別表第十一 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値 

別表第十二 国際規格等に準拠した基準 

 

2.2 整合規格 

技術基準省令に整合していることが確認され、解釈別表第 12 に採用された規格。 

 

2.3 解釈通達 

国が制定した技術基準の解釈基準。本書では、主に解釈別表第 1 から別表第 11 の解釈基準

及び解釈別表第 12 のうち本文が別紙となっている基準を示している。 

 

2.4 電気用品調査委員会 

民間が自主的に運営する公正性、中立性のある組織として、技術基準省令にかかわる規格・

基準に、民間の技術的知識、経験等を迅速に反映すること、及び民間規格・基準の活用を推

進することにより、我が国の電気製品・設備の安全を確保し、障害を防止することを目的と

して活動する委員会。https://eam-rc.jp/eam-rc/eam-rc.html 

事務局は、一般社団法人日本電気協会が務めている。整合規格案を国に提案する提案者の

要件を満たしている。 

 



5 

2.5 産業標準化法第 11 条に基づく JIS 

産業標準化法第 11 条（主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査

会の議決を経なければならない。）に基づき、国が作成する JIS。 

注記 産業標準化法第 12 条（利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添え

て産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。）に基づき、民間

が JIS を作成することができる。 

 

2.6 電気用品整合規格検討ワーキンググループ 

電気用品調査委員会等から提案された整合規格案が技術基準省令に整合していることを審

議・確認し、解釈別表第 12 への採用を決定するワーキンググループ。 

 

2.7 通則 

解釈別表第 12 に採用されている JIS のうち、タイトルに“通則”の文字が含まれる整合規

格。詳細は、附属書１参照。 

 

2.8 バスケットクローズ規格 

既存規格及び通則では、技術基準省令に定める技術的要件を満たすことができない電気用

品に対して、共通的に活用できるような整合規格。詳細は、附属書２参照。 

 

2.9 電気用品名と解釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表 

電気用品調査委員会が発行している電気用品名と解釈別表第十二の電気安全に関する基準

（整合規格の基準番号）との関係の事例を早見表としてまとめたもの。事例であることに注

意する必要がある。 

注記 本対応表は、電気用品調査委員会の活動成果（https://www.eam-rc.jp/result/result.html）

からダウンロードが可能（2025 年 2 月現在） 

 

3 アクションシートの一覧 

本事業では、１．①及び②の方針に基づき、解釈を整備するための課題等を整理し、それ

ぞれの課題を解決するためのアクションシート（いつ、誰が、何をする）を作成した。課題及

びその課題に対するアクションの一覧は次のとおり。 

 

表 3-1 解釈見直しの課題と必要なアクション一覧 

課題１ 整合規格（民間の作成規格）に未整備のものがある 
アクション１ 業界団体が存在し、且つ公的規格が存在する場合は、電気用品調査委員

会の活動を継続。 

アクション２ 業界団体が存在し、且つ公的規格が存在しない場合は、業界団体が規格

（JIS 又は業界規格）を作成。 
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アクション３ 業界団体が存在せず、且つ公的規格が存在する場合は、産業標準化法第

11 条において、国が JIS を作成。 

アクション４ 業界団体が存在せず、且つ公的規格が存在しない場合は、バスケットク

ローズ規格の作成等を検討。 

アクション５ 例示基準として活用される可能性がない試験方法及び部品規格（17 規

格）等については、電気用品調査委員会で廃止を承認後、国へ提案。 

アクション６ 雑音の強さに関する基準について、「IEC 61000-6-3」、「IEC 61000-

6-4」をジェネリック規格として解釈別表第 12 に採用するため、その必

要性について電気用品調査委員会で検討。 

アクション７ 遠隔操作機構を有するものに関する基準について、J1000 の別紙を解釈

別表第 4（JIS C 8300）及び解釈別表第 8 に整合する形で見直し案を電

気用品調査委員会から提案。 

アクション８ 解釈別表第 11 を JIS 化し、必要な整合規格から引用する。 

課題２ 解釈別表第 12 の解釈通達（国が制定した解釈基準）が廃止されていない 
アクション９ 適切な時期に、表１の解釈通達の廃止を電気用品調査委員会から国に提

案。 

課題３ リスクアセスメントの必要性が理解されていない 
アクション 10 解釈の本文の改正案を電気用品調査委員会から国に提案。 

課題４ 登録検査機関が対応できない規格への対応、解釈一本化に対する大幅な設計変更

への対応が必要 
アクション 11 登録検査機関の検討、その他周知広報の検討。 

 

4 各種課題に対するアクション 

 課題１「整合規格の整備」に対するアクション 
(1) アクション１ 

業界団体が存在し、且つ公的規格が存在する場合の整合規格の整備については、JIS の原案

作成団体及び電気用品調査委員会等と連携の上、当該 JIS が適用可能な電気用品の範囲を明

確化し、国の電気用品整合規格検討ワーキンググループ（以下「WG」という。）で、技術基

準省令への整合確認を行い、解釈別表第 12 に整合規格として採用する。以下にその手順を示

す。 

 

表 4-1 アクション１による整合規格の整備 

誰が 何をする いつ（予定） 

業界団体 

JIS 又は CISPRJ を作成して電気用品調

査委員会に整合規格案として提出する。 

適宜実施中 

（国際規格の動向にあわ

せて実施） 
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国 

（国際電気標準課 

委託事業） 

産業標準化法第 11 条に基づき、多数の

業界が関係する又は業界がJISを作成す

ることができない場合、国際整合 JIS 原

案を作成し、JIS 制定又は改正を行う。 

対象規格があれば、毎年

度実施する。 

 

 

  

電気用品調査委員会 

制定又は改正された JIS又はCISPRJが

技術基準省令に整合していることを確

認し、国（製品安全課）に整合規格案と

して提案する。 

適宜、業界団体等からの

提出にあわせて実施す

る。 

  

 

 

国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から提案があった

整合規格案の技術審査を実施し、整合規

格として解釈別表第 12 に採用する。 

適宜、電気用品調査委員

会からの提案を受けて実

施する。 

 

(2) アクション２ 

業界団体が存在し、且つ公的規格が存在しない場合の整合規格の整備については、業界団

体が IEC 規格化を念頭に JIS 又は業界規格を作成し、当該規格が技術基準省令に整合してい

るのか国の WG において審議・確認の上、解釈別表第 12 に整合規格として採用する。整合

規格が整備されていない電気用品については、附属書３参照。 

業界団体が、将来の整合規格化を念頭においた業界規格等を作成及び改正できないケース

については、作成等ができない理由を整理・明確化する。 

 

表 4-2 アクション２による整合規格の整備 

誰が 何をする いつ（予定） 

電気用品調査委員会 
附属書３に記載している A の電気用品

について、業界の意向を調査する。 

2025 年度に実施する。 

 

 

 

業界団体 

日本独自の製品に対するJIS又は業界規

格を作成した場合、電気用品調査委員会

に整合規格案として提出する。必要に応

じて、国際規格提案を行う。規格を作成

しない場合は、理由を明確にし、規格を

作成するまでは【アクション４】で対応

する。 

規格を作成する場合は、

2026 年度中を目標とす

る。 
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電気用品調査委員会 

提出されたJIS又は業界規格が技術基準

省令に整合していることを確認し、国

（製品安全課）に整合規格案として提案

する。 

2027 年度までに業界団

体等からの提出にあわせ

て実施する。 

 

 

 

国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から提案があった

整合規格案の技術審査を実施し、整合規

格として解釈別表第 12 に採用する。 

2028 年度までに電気用

品調査委員会からの提案

を受けて実施する。 

 

(3) アクション３ 

業界団体が存在せず、且つ公的規格が存在する場合の整合規格の整備については、国際整

合化の観点から、国際規格が存在する場合は、産業標準化法第 11 条により、国が委託事業に

より JIS 原案を作成する。 

 

表 4-3 アクション３による整合規格の整備 

誰が 何をする いつ（予定） 

国 

（国際電気標準課 

委託事業） 

該当する規格について、産業標準化法第

11 条により、国際整合 JIS 原案作成が

可能かを検討し、可能な場合は、国際整

合 JIS 原案を作成し、JIS 制定又は改正

を行う。 

 

① 改正が必要な JIS 

 
 

①の JIS 原案作成：2026

年度 

② 制定が必要な JIS 

JIS 化されていない IEC 60335-2-107 以

降の IEC 60335 シリーズの個別規格な

ど。 

②その後、発行される国

際規格についても適宜実

施する。 
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電気用品調査委員会 制定又は改正されたJISが技術基準省令

に整合していることを確認し、整合規格

案として国（製品安全課）に提案する。

①の改正による J60335-1(4 版-H20)の

廃止も検討する。 

①2027 年度に整合規格

案として提案。 

②その後、発行される国

際規格についても適宜実

施する。 

 

 

 

国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から提案があった

整合規格案の技術審査を実施し、整合規

格として解釈別表第 12 に採用する。 

2028 年度に電気用品調

査委員会からの提案を受

けて実施する。 

 

(4) アクション４ 

業界団体が存在せず、且つ公的規格が存在しない場合の整合規格の整備については、次の

2 つで対応する。 

① 同じ製品カテゴリの活用可能な JIS の通則はあるが、JIS の個別規格がないケース 

該当する電気用品に対応する個別規格ができるまでの間の対処策として、通則の適用

に加えて、製造・輸入事業者が、自己責任の原則の下、個別製品に対してリスクアセスメ

ントを実施することで技術基準省令への適合証明を実施する。この方針を、解釈本文に

明記する。 

② 活用可能な JIS の通則も個別規格もないケース 

該当する電気用品に対応する個別規格ができるまでの間の対処策として、産業標準化

法第 11 条によって、国が委託事業で解釈別表第 8 の共通の事項等をベースにした共通規

格（以下「バスケットクローズ規格」という。）の JIS 原案を作成し、JIS を制定する。 

バスケットクローズ規格を適用する電気用品については、バスケットクローズ規格だ

けではカバーできない製品特有のリスクに対してリスクアセスメントを実施することで

技術基準省令への適合証明を実施する。この方針を解釈本文に明記する。 
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表 4-4 アクション４による整合規格の整備 

誰が 何をする（①） 何をする（②） いつ（予定） 

国 

（国際電気標準課 

委託事業） 

－ 

産業標準化法第 11

条により、バスケッ

トクローズ規格作成

が可能かを検討し、

可能な場合は、JIS 原

案を作成し、JIS を制

定する。また、アクシ

ョン１等に参加して

おり知見をもってい

る団体の参加を積極

的に促す。（可能でな

い場合は、2026 年度

に再検討） 

2025 年度に検討を実

施する。 

2026 年度に JIS 原案

を作成する。 

  

 

 

電気用品調査委員会 

通則の適用に加え

て、個別製品に対す

るリスクアセスメン

トを実施する旨を、

解釈本文に追記する

提案を行う。（４．

(10)②参照） 

制定された JIS が技

術基準省令に整合し

ていることを確認

し、整合規格案とし

て国（製品安全課）に

提案する。バスケッ

トクローズ規格の適

用に加えて、製品特

有のリスクに対して

リスクアセスメント

を実施する旨を、解

釈本文に追記する提

案を行う。（４．(10)

②参照） 

2027 年度に実施す

る。 
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国 

（製品安全課） 

解釈本文の改正を行

う。 

電気用品調査委員会

から提案があった整

合規格案の技術審査

を実施し、整合規格

として解釈別表第 12

に採用する。解釈本

文の改正を行う。 

11 条対応が可能な場

合、2028 年度、電気

用品調査委員会から

の提案を受けて実施

する。 

 

(5) アクション５ 

解釈別表第 12 の本文に採用されている規格のうち、例示基準として活用される可能性がな

い試験方法及び部品規格等（17 規格）については、整合規格としては廃止する提案を行う。 

 

表 4-5 アクション５による整合規格の廃止 

誰が 何をする いつ（予定） 

電気用品調査委員会 次の規格について、解釈別表第 12 から

廃止することを国（製品安全課）に提案

する。 

整合規格 対象機器 

JIS C 9335-2-
73:2005 

固体形浸せきヒータ 

JIS C 9730-2-
2:2010 

感熱式モータ保護装置 

JIS C 9730-2-
3:2010 

蛍光ランプ用安定器の感熱

式保護装置 

JIS C 9730-2-
4:2010 

密閉形及び半密閉形の電動

圧縮機用の感熱式モータ保

護装置 

JIS C 9730-2-
5:2010 

自動電気バーナコントロー

ルシステム 

JIS C 9730-2-
8:2004 

電動式ウォーターバルブ 

JIS C 9730-2-
9:2010 

温度検出制御装置 

JIS C 3662-
2:2009 

塩化ビニル絶縁ケーブルの

試験方法 

JIS C 3663-
2:2003 

ゴム絶縁ケーブルの試験方

法 

JIS C 9730-2-
10:2010 

モータ起動リレー 

JIS C 9730-2-
11:2010 

エネルギー調整器 

JIS C 9730-2-
12:2010 

電動式ドアロック 

JIS C 9730-2-
13:2010 

湿度検知制御装置 

JIS C 9730-2-
14:2010 

電気アクチュエータ 

JIS C 9730-2-
17:2010 

電動式ガスバルブ 

JIS C 9730-2-
19:2010 

電動式オイルバルブ 

2025 年度内に実施する。 
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別紙 197

（J61558-2-15

（H14）） 

医療施設用変圧器（設備基

準上、日本では使用不可の

ため廃止） 
 

 

 

 

国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から提案があった

規格を、整合規格としては廃止する。 

2026 年度に電気用品調

査委員会からの提案を受

けて実施する。 

 

(6) アクション６ 

雑音の強さに関する整合規格として、今後、電気用品で様々なものが開発されることを考

慮して、必要に応じて、『IEC 61000-6-3 Generic standards - Emission standard for equipment 

in residential environments』、『IEC 61000-6-4 : Generic standards - Emission standard for 

industrial environments』（以下「ジェネリック規格」という。）を解釈別表第 12 に採用するこ

とを検討する。必要性については、電気用品調査委員会で検討を行う。ジェネリック規格に

ついては、附属書４参照。 

 

表 4-6 アクション６による雑音の強さの対応 

誰が 何をする いつ（予定） 

電気用品調査委員会 

ジェネリック規格の必要性について、電波

雑音部会で検討する。 

必要性の検討：2025

年度内 

総務省答申案（必要な

場合）：2026 年度に作

成 

 総務省答申発行 不要 

 

業界団体 

総 務 省 答 申 を 受 け て

CISPRJを作成し、電気用

品調査委員会に整合規格

案として提出する。 

－ 

規格を作成する場合

は、2027 年度に規格

を作成する。 

 
  

 

電気用品調査委員会 

提出された CISPRJ が技

術基準省令に整合してい

ることを確認し、整合規

格案として国（製品安全

課）に提案する。 

－ 

2028 年度に業界団体

等からの提出にあわ

せて実施する。 
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国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から

提案があった整合規格案

の技術審査を実施し、整

合規格として解釈別表第

12 に採用する。 

－ 

2029 年度に電気用品

調査委員会からの提

案を受けて実施する。 

 

(7) アクション７ 

J1000（遠隔操作機構を有するものに対する要求事項）の見直しについては、令和３年に策

定された IoT ガイドラインとの整合を図る観点からの J1000 を解釈別表第 4（JIS C 8300）

及び解釈別表第 8 に整合させた見直し案を次の方向性及び具体案に従って、電気用品調査委

員会から提案する。 

【見直しの方向性】 

 適用範囲は、配線器具及び交流用電気機械器具等とする。ただし、解釈別表第 12 の

表１の電気安全に関する基準で、遠隔操作機構に関する要求事項が規定されている

場合は、この基準を適用しないことを明確化する。 

 試験方法及び判定は、配線器具にあっては、JIS C 8300 の箇条 23、交流用電気機械

器具等にあっては、解釈別表第八１（２）ロを引用することで、電気用品調査委員会

が発行している「遠隔操作に関する報告書等」及び「IoT ガイドライン等を解釈別表

第八で合理的に活用するための解説」を活用できるようにする。 

 

【J1000 の見直し案】 電気用品調査委員会で審議要 

１ 適用範囲 

この規格は、遠隔操作機構を有する、次の電気用品に適用する。 

- 電気用品安全法施行令（昭和 37 年政令 324 号）別表第１第３号及び別表第２第４号に

掲げる配線器具（以下「配線器具」という。） 

- 電気用品安全法施行令（昭和 37 年政令 324 号）別表第１第６号から第９号まで及び別

表第２第７号から第１１号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機（以下

「交流用電気機械器具等」という。） 

ただし、表１の電気安全に関する基準で、遠隔操作機構に関する要求事項が規定されて

いる場合は、この基準を適用しない。 

 

２．要求事項 

遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外に

よっては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのな

いものにあっては、この限りでない。 

試験方法及び判定は、配線器具にあっては、JIS C 8300 の箇条 23、交流用電気機械器具

等にあっては、次による。 

（以下、別表第八１（２）ロを以下に全文記載する）。 
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表 4-7 アクション７による J1000 の見直し 

誰が 何をする いつ（予定） 

電気用品調査委員会 

解釈別表第 12 の表３の J1000 の見直し

案を作成し、国（製品安全課）に提案す

る。 

2025 年度内に実施する。 

 

 

 

国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から提案があった

見直し案を元に、解釈の改正を行う。 

2026 年度に電気用品調

査委員会からの提案を受

けて実施する。 

 

(8) アクション８ 

解釈別表第 11（電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値）については、産業標準

化法第 11 条又は第 12 条による JIS 作成が可能かどうかを検討し、可能な場合は JIS を作成

する。 

 

表 4-8 アクション８による別表第 11 の JIS 化 

誰が 何をする いつ（予定） 

国など 

（国際電気標準課 

委託事業等） 

解釈別表第 11 について、産業標準化法

第 11 条（又は第 12 条）により JIS 原案

作成が可能かを検討し、JIS 原案（解釈

別表第 11 対応 JIS）を作成し、JIS 制定

を行う。 

2025 年度に検討を実施

する。 

2026年度に JIS原案を作

成する。 

 

 

 

業界団体 

必要に応じて、業界団体が作成する解釈

別表第 12 採用 JIS に解釈別表第 11 対

応 JIS を引用する。→ アクション１へ 

解釈別表第 8 の一本化ま

でに実施する。（2028 年

度目標） 

 

 

 

国 

（製品安全課） 

JIS 制定後、解釈別表第 11 を改正する。

（解釈別表第 8 の一本化後の猶予期間

の終了までの時又は解釈別表第 12 採用

JIS が解釈別表第 11 対応 JIS を引用し

たものに置き換わるまでの時のいずれ

か遅い時までの間は、旧解釈として残

す。） 

2028 年度の改正を目標

とする。 
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 課題２（解釈通達の廃止）に対するアクション 

(9) アクション９ 

解釈別表第 12 の表１の本文にある別紙については、現行の解釈別表第 12 の表１のうち、

JIS 又は民間規格がなく、国が整備した J 規格（解釈別表第 12 の表１において、本文が“別紙”

となっている 8 規格）については、採用以降、見直しが行われておらず、フォローアップを

行う。 

【補足】 

技術基準省令を性能規定化した改正時の解釈別表第 12 の整合規格は、“JIS”ではなく、解

釈通達がほとんどであり、“別紙”として規定されていた。その後、“別紙”は、“JIS”に置き換

えられる方針となり、現在の整合規格は、ほぼ JIS 又は民間規格となっているが、表 2 か

ら表 5 も含めて別紙となっている 13 規格（内、8 規格は、表 1 の別紙）は、性能規定化後

の技術基準体系の整備方針である JIS 等公的規格の作成に時間を要している。 

 

表 5-1 アクション９による解釈通達の廃止 

カテゴリ 基準番号 別紙 誰が 何をする いつ（予定） 

家電 

J60335-

1(3 版-

H14) 

J60335-2-

J6(H14) 

別紙 28 

別紙 107 

業 界 団 体

（JEMA） 

アクション２により

別紙 107 と置き換え

る JIS を作成する。 

2025 年度 

電気用品調

査委員会 

制定又は改正された

JIS が技術基準省令

に整合していること

を確認し、国（製品安

全課）に整合規格案

として提案する。同

時に、別紙 28、107 の

廃止を国に提案す

る。 

2026 年度 

国（製品安

全課） 

電気用品調査委員会

から提案があった整

合規格案の技術審査

を実施し、整合規格

として解釈別表第 12

に採用する。同時に

別紙 28、107 の廃止

を行う。 

2027 年度 

電動工具 
J60745-

1(1 版-

別紙 135 

別紙 142 

業 界 団 体

（JEMA） 

アクション 1 により

別紙 142、147、149、

2026 年度（P） 
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カテゴリ 基準番号 別紙 誰が 何をする いつ（予定） 

H14) 

J60745-2-

7(H14)  

J60745-2-

13(H14)  

J60745-2-

15(H14)  

J60745-2-

16(H14) 

別紙 147 

別紙 149 

別紙 150 

150に置き換えるJIS

を作成する。 

電気用品調

査委員会 

制定又は改正された

JIS が技術基準省令

に整合していること

を確認し、国（製品安

全課）に整合規格案

として提案する。同

時に、別紙 135、142、

147、149、150 の廃

止を国に提案する。 

2027 年度（P） 

国（製品安

全課） 

電気用品調査委員会

から提案があった整

合規格案の技術審査

を実施し、整合規格

として解釈別表第 12

に採用する。同時に

別紙 135、142、147、

149、150 の廃止を行

う。 

2028 年度（P） 

変圧器 
J61558-2-

15(H14) 
別紙 197 

アクション

５ に 含 め

る。 

  

 （P）は、検討中のため仮予定。 

 

 課題３（リスクアセスメントの必要性の周知）に対するアクション 

(10)  アクション 10 

解釈本文の改正について、事業者が、整合規格適用の判断に迷うケース、リスクアセスメ

ントの実施方法が不明なケースがあるなどといった現状もあり、性能規定化の理解が浸透し

ていない。このため、IEC ガイド 51 等を参考にし、解釈本文に次の 2 つの趣旨でリスクアセ

スメントの必要性を明記する改正を行う。また、事業者がリスクアセスメントを実施するた

めの参考資料として、リスクアセスメントチェックシート（案）を作成する。 

① 解釈で規定された内容だけでは不十分となる場合は、リスクアセスメント等の手段に

より技術基準省令の要件を満たす必要がある。 

（新開発の電気用品において、技術基準省令に規定する要件を満たすために解釈で規

定された内容だけでは不十分となる場合は、リスクアセスメント等の手段により技術

基省令への適合性を証明することが必要であることを明確化する。） 
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② 該当する個別製品の解釈がない場合、共通規格を適用することに加え、製品特有のリ

スクについては、リスクアセスメントを実施する必要がある。 

（アクション４によるバスケットクローズ規格が完成後に、該当する個別製品の基準

が解釈にない場合、共通規格（通則又はバスケットクローズ規格）の適用に加えて、製

品特有のリスクについて、リスクアセスメントを実施することを明確化する。） 

 

表 6-1 アクション 10 による解釈改正 

誰が 何をする いつ（予定） 

国 

（製品安全課 委託

事業） 

電気用品安全法の技術基準省令への適

合性の確認を自ら行う（自己適合証明す

る）ためのリスクアセスメントマニュア

ル（仮称）を作成する。 

2025 年度委託 

電気用品調査委員会 

①「解釈で規定された内容だけでは不十

分となる場合は、リスクアセスメント等

の手段により技術基準要件を満たす必

要がある。」旨を追記した解釈本文の改

正案を国（製品安全課）に提案する。 

周知を含め、2026 年度に

実施する。 

②アクション４に対応するため解釈本

文の改正案を国（製品安全課）に提案す

る。 

アクション４完了後に実

施する。（2028 年度目標） 

 

 

 

国 

（製品安全課） 

電気用品調査委員会から提案があった

改正案について検討し、解釈本文の改正

を行う。 

① 2027 年度 

② 2028 年度 
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解釈改正案（アンダーライン部追加）は次のとおり。（文面については、解釈改正時に要検

討。） 

【解釈本文の見直し案】（要検討） 

本解釈は、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成２５年経済産業省令第３４号。

以下「省令」という。）に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したもの

であるが、新開発の電気用品において、技術基準要件を満たすために解釈で規定された内

容だけでは不十分となる場合は、リスクアセスメント等の手段により技術基準要件を満た

すことを証明しなければならない。（①） 

一方、解釈に製品特有のリスクが評価できる解釈がない場合、通則又はバスケットクロ

ーズ規格を適用することに加えて、製品特有のリスクに対してリスクアセスメントを実施

することで、技術基準要件を満たすことが証明することができる。（②） 

電気用品が、２以上の機能を有する場合にあっては、それぞれの機能に係る解釈を適用

しなければならない。 

また、この解釈に規定がない限り、別表第一から別表第十一までと別表第十二は、それ

ぞれ独立した体系であることから、両者を混用してはならない。 

なお、省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるもの

ではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令

に適合するものと判断するものである。 

 

 課題４（登録検査機関の検討、その他の周知）に対するアクション 

(11)  アクション 11 

【登録検査機関の対応】 

特定電気用品に係る新たな整合規格が採用された場合、製造・輸入事業者のみならず、登

録検査機関においても検査機器等を準備する必要がある。 

 

表 7-1 アクション 11 による登録検査機関の対応 

誰が 何をする いつ（予定） 

国／登録検査機関 

適合性検査の受検の見込みが低い電気

用品における特殊な検査機器は、メーカ

ーの所有設備が利用できるかどうかを

海外のスキーム情報等を参考に検討す

る。 

2025～2026 年度 
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登録検査機関ガイド 1の改訂案は次のとおり。 

【登録検査機関ガイドの改訂案】3.2.1 (2) 外部設備を利用した試験 

適合性検査の一部試験について、登録検査機関が外部の試験設備を借り受けて試験を実

施することができる。この場合、当該試験設備が登録検査機関の規定する試験環境を満足

する必要がある。また、外部設備を利用することができる一部試験については、IECEE-

CB スキームにおいて Subcontracted（下請け可）となっている試験設備等

（https://www.iecee.org/committees/testing-equipment）を参考とする。 

 

【周知広報】 

整合規格の新規作成及び見直しを行った場合の周知広報の強化を検討する。（一本化に伴い、

現在、解釈別表第 8 を適用している届出事業者は、設計変更が必要になる可能性がある他、

設計変更の有無に係わらず解釈別表第 12 で新たに検査を実施することとなる。一般的に、解

釈別表第 12 は、目視的な検査が多い解釈別表第 8 に比べて、工数がかかる試験を実施する必

要がある試験規定が増加するため、検査にかかる費用や検査にかかる日数の増大に伴うコス

トの増加に繋がるおそれがあることから、届出事業者のすべてに周知する手段を検討する。） 

 

表 7-2 アクション 11 による周知広報 

誰が 何をする いつ（予定） 

関係者 
アクション１～10 及び上記の登録検査

機関の対応について対応する。 

2025～2028 年度 

国 

（製品安全課） 

アクション 10 の①対応後の周知（解釈

別表第 8 の一本化予定の説明を含む） 

2027 年度 

アクション４対応後の周知（解釈別表第

8 の一本化予定の説明を含む） 

2028 年度 

解釈別表第 8 の一本化の周知（METI の

HP、説明会、業界団体に協力依頼、電気

用品調査委員会の HP、登録検査機関の

HP など関係者の HP 掲載を要請など） 

2028 年度～猶予期間中 

解釈別表第 8 の一本化（猶予期間を十分

に設ける） 

2029 年度開始 

                                                      
1 電気用品安全法 登録検査機関ガイド（第３版）（cab guide 180201.pdf） 
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5 全体スケジュール 

アクション１～11 までの全体スケジュールを表 8-1 に示す。 

 

表 8-1 解釈見直し全体スケジュール 

アクション 誰が 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 20XX 年度 

【1】 

現状維持 

業界団体（12 条） 規格原案作成       

電気用品調査委員会 規格提案        

国（IEC 課）（11 条） 規格原案作成       

国（製品安全課） 規格採用       

【2】 

国際規格なし対

応 

業界団体（12 条 or 

業界規格） 

規格原案作成       

電気用品調査委員会 意向調査 規格提案      

国（製品安全課）   規格採用     

【3】 

業界なし対応 

電気用品調査委員会   規格提案     

国（IEC 課）（11 条） 11 条検討 規格原案作成      

国（製品安全課）    規格採用 

J60335-1(4 版-

H20) の廃止 

   

【4】 

業界も国際規格

もなし 

電気用品調査委員会   規格提案     

国（IEC 課）（11 条） 11 条検討 規格原案作成      

国（製品安全課）    規格採用    

【5】 

試験方法等廃止 

【7】 

電気用品調査委員会 17 規格廃止提

案、J1000 改正

提案 

      

適宜実施 

規格ができない場合は、規格が
できるまでアクション 4で対応 

以降、国際規格発行に伴い適宜規格作成 
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アクション 誰が 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 20XX 年度 

J1000 見直し 国（製品安全課）  17 規格廃止、

J1000 改正 

     

【6】 

雑音のジェネリ

ック規格作成 

業界団体(業界規格)   必要な場合、規格

作成 

    

電気用品調査委員会 必要性調査 必要な場合、総務

省答申案作成 

 必要な場合、規格

提案 

   

国（製品安全課）     必要な場合、規格

採用 

  

【8】 

解釈別表第 11の

JIS 化 

業界団体  関連 JIS から引

用 

     

国（IEC 課）（11 条）

又は他（12 条） 

規格原案作成       

国（製品安全課）    解釈別表第 11 の

一本化 

   

【9】 

表１の別紙の廃

止 

業界団体（JEMA）

（12 条） 

規格原案作成 

（家電） 

規格原案作成 

（電動工具）（P） 

     

電気用品調査委員会  規格提案・別紙廃

止提案 

（家電） 

規格提案・別紙廃

止提案 

（電動工具）（P） 

    

国（製品安全課）   規格採用・別紙廃

止（家電） 

規格採用・別紙廃

止（電動工具）

（P） 

   

アクション１へ 

関連 JIS からの引用が終了までは 
旧解釈別表第 11 を残す。 
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アクション 誰が 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 20XX 年度 

【10】 

解釈本文の改正 

リスクアセスメ

ントの必要性の

周知 

電気用品調査委員会  新機能に対する

リスクアセスメ

ントの必要性を

解釈本文に明記

を改正提案 

 アクション４に

従い解釈改正提

案 

   

国（製品安全課） リスクアセスメ

ントマニュアル

作成（委託） 

 新機能に対する

リスクアセスメ

ントの必要性を

解釈本文に明記 

アクション４対

応による解釈改

正 

   

【11】 

登録検査機関対

応 

周知広告の検討 

関係者 各アクションに

対応 

      

国（製品安全課）   アクション 10①

周知 

アクション 4 周

知 

   

解釈別表第 8 一

本化周知 

   

解釈別表第 8 の

一本化改正 

解釈別表第 8 の

一本化開始 

 猶予期間終了 

登録検査機関 メーカー設備の

利用の確認 
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附属書１ 通則について 

この附属書は、2.7 で定義した「通則」についての補足説明である。 

解釈別表第 12 に採用されている基準のうち、J○○○○○-1（以下「パート１」という。）とし

て“-1”がつく規格については、表題に「通則」と記載されている規格と「通則」と記載され

ていない「通則以外」の規格がある。それぞれ次のような特徴をもつ。 

① パート１のうち「通則」となる規格は、そのパート１の範囲でカバーされる製品カテゴ

リの個別規格と共に用いられる共通規格である。なお、電気用品調査委員会の「電気用

品名と解釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表」2には個別規格のみが掲載

されており、「通則」となる規格は掲載されていない。 

② 一方、パート１のうち「通則以外」となる規格は、その規格の範囲でカバーされる一般

的な製品は「通則以外」のパート１だけで適用できる。ただし、同じ製品カテゴリであ

っても、特殊な製品については、個別規格が存在する製品もある。（この資料において

は、「通則以外」のパート１は、個別規格として扱う。）なお、「通則以外」となる規格

は「電気用品名と解釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表」に掲載されて

いる。 

 

図 附属書 1-1 パート１の種類（通則と通則以外） 

通則がある場合、個別規格があれば個別規格を適用することにより、個別規格がなければ

製品固有のリスクについてリスクアセスメントを実施することにより、技術基準省令を満た

すことを証明することができる。 

                                                      
2 電気用品名と解釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表（https://www.eam-

rc.jp/result/result.html） 
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図 附属書 1-2 通則がある場合の技術基準省令を満たす方法 

 

表 附属書 1-1 「通則」と「通則以外」のパート１の具体的な基準 

分類 カテゴリ 基準番号 備考 

通則 

電線 J60227-1（ビニル電線）、J60245-1（ゴム電線）  

電線管 J61084-1（線ぴ）、J61386-1（電線管）  

ヒューズ 
J60127-1（ミニチュアヒューズ）、J60269-1（低電圧

ヒューズ）、J73001-1（配線用ヒューズ） 

 

配線器具 
J60947-1（低圧開閉器）、J60998-1（接続装置）、

J61058-1（機器用スイッチ） 

 

変圧器 J61558-1（変圧器）  

家電 

J60335-1（家電機器） 

 

J60335-1(3 版-H14) 及

び J60335-1(4 版-H20) 

を除く。（J60335-1

（H27）以降、“通則”

に改正された。） 

電動工具 

J60745-1（手持形）、J61029-1（可搬形）、J62841-1

（電動工具） 

J60745-1(1 版-H14)を

除く。（J60745-1(3.2

版-H22)以降、“通則”

に改正された） 

照明 J60598-1（照明器具）、J61347-1（制御装置）  

通則以外

（個別） 

※アンダ

ーライン

は特殊な

機器に対

する個別

規格があ

るパート

1 

電線 J60502-1（高圧電線）  

電線管 J60670-1（ボックス）  

配線器具 J60309-1（工業用カプラ）、J60320-1（機器用カプ

ラ）、J60669-1（固定配線用スイッチ）、J60730-1

（自動制御装置）、J60838-1（その他のランプソケッ

ト）、J60884-1（プラグ、コンセント）、J61008-1

（住宅用漏電遮断器－過電流保護なし）、J61009-1

（住宅用漏電遮断器－過電流保護あり）、J61534-1

（ライティングダクト） 

 

照明 J60432-1（白熱電球）  
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分類 カテゴリ 基準番号 備考 

IT/AV J60950-1（IT 機器）、J62368-1（IT/AV 機器） 

 

 

アーク溶接機 J60974-1（アーク溶接電源）  
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附属書２ バスケットクローズ規格について 

この附属書は、2.8 で定義した「バスケットクローズ規格」についての補足説明である。 

バスケットクローズ規格は、バスケットクローズ規格を適用した上で、製品が持つ固有の

リスクに対してリスクアセスメントを実施することにより、技術基準省令を満たすための証

明に用いることを目的とする整合規格である。 

次のような概略で、解釈別表第 8 の共通の事項等をベースに作成することを検討する。 

【バスケットクローズ規格の概略】 

序文 

この規格は、原則として既存の JIS に安全規格がない場合に用いることができる規格で

ある。この規格を適用する場合、製品が持つ固有のリスクに対してリスクアセスメントを

必ず実施する必要がある。 

１．適用範囲 

この規格は、電気用品安全法の対象となる電気用品のうち 

通則及び個別規格がない電気用品に対する共通規格であることを明記 

（規格名称、適用範囲の具体化が課題） 

２．引用規格 

３．用語の定義 

４．以降、解釈別表第 8 の規定をベースにしたものを共通化して規定 

（JIS の様式に合わせた整理が必要） 

① 解釈別表第 8 の１．共通の事項 

（解説についても JIS に規定又は注記で記載） 

② 水を使用する機器はアースの必要性や 

屋外機器はシースなしコードの禁止などの一般的な要求 

③ 絶縁性能 

④ 平常温度上昇 

⑤ 異常温度上昇 

⑥ 機械的強度 

⑦ 表示の方式 

 

 

図 附属書 2-1 バスケットクローズ規格の適用例 
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附属書３ 整合規格が整備されていない電気用品 

この附属書は、整合規格が整備されていない電気用品については、次のような仕分けを検

討し、“業界団体あり”の場合は、整合規格作成の計画を立てる。又は、整合規格が作成でき

ない理由を明確化する。整合規格を作成したものから電気用品調査委員会の「電気用品名と

解釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表」の見直しを行う。 

 

表 附属書 3-1 整合規格が整備されていない電気用品例 

業界団体 整合規格 電気用品例※ 

A あり 

（業界規格の

作成が優先） 

通則あり／個別なし 電動かくはん機、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリ

ーナー、電気スケーリングマシン、電動刃物研ぎ機 

電気スチームバス、スチームバス用電熱器 

通則なし／個別なし 電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ 

温度ヒューズ（容器がないもの） 

フロアダクト及びフロアダクト用附属品（金属製カップリング，金属

製コネクター，金属製エルボー、金属製ボックス及びその他の金属製

附属品） 

電気消毒器、充電式携帯電灯、殺菌灯用安定器 

B なし 通則あり／個別なし 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器、観賞植物用ヒーター、高周波脱

毛器、電気採暖いす、電気火鉢、電気熔解器、電気焼成炉、現象恒温

器、電気育苗器、電気香炉、電気ろくろ、電気捕虫機、電動脱穀機、

電動もみすり機、電動わら打機、電動縄ない機、選卵機、洗卵機、園

芸用電気耕土機、昆布加工機、するめ加工機、包装機械、自動印画定

着器、自動印画水洗機、洗濯物仕上機械、洗濯物折畳み機、おしぼり

巻き機、おしぼり包装機、理髪いす、電気噴水機、コンセント付家具、

その他の電気気泡発生器、超音波ねずみ駆除器、超音波洗浄機、家庭

用超音波治療器、その他の電気機械付家具 

通則なし／個別なし 電気浴器用電源装置、ベルトコンベア、空気圧縮機、電気楽器、電気

オルゴール、ベル、ブザー、チャイム、サイレン、検卵器、高周波ウ

エルダー、電灯付家具、電気ペンシル、漏電検知器、雑音防止器（バ

スケットクローズ規格を適用する電気用品の候補） 

定額制用電流制限器 

オゾン発生器用安定器 

※電気用品例は要精査 
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附属書４ 雑音の強さのジェネリック規格 

この附属書は、アクション６で必要性を検討する雑音の強さのジェネリック規格について

の補足説明である。 

雑音の強さについては、現在、解釈別表第 12 を適用しようとする際に、適用規格が判然と

しない製品があるが、最も適していると考える規格を適用して、運用している。 

他方で、現時点で想定していない機能を持つ製品が将来的に出現する可能性もあり、その

場合、その製品に適した規格が存在しないという可能性を考慮して、ジェネリック規格

（IEC 61000-6-3 及び IEC 61000-6-4）を解釈別表第 12 に採用し、適用するべきとの意見も

ある。 

 

図 附属書 4-1 ジェネリック規格の位置づけ 
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附属書５ アクション１～４及びアクション 10 による課題対応まとめ 

この附属書は、アクション１～４とアクション 10 の対応方針との関係を示すものである。 

【アクション１～４の課題】 

解釈別表第 8 を解釈別表第 12 へ一本化する際の課題は以下の通り。 

 「通則あり・個別なし」の場合や「通則なし・個別なし」の場合がある。 

 新機能の登場によって、通則及び個別においても対応が仕切れない範囲が発生する場

合がある。 

 

図 附属書 5-1 解釈別表第 12 の一本化への現状の課題 

【アクション 10 の対応】 

課題に対する対応（案）は以下の通り。 

 業界による個別規格の作成、または製品固有のリスクに対してリスクアセスメントの

実施。 

 解釈別表第 12 において「通則」及び「個別」がない電気用品に対する、共通的な「バ

スケットクローズ規格」を作成。 

 

 

図 附属書 5-2 解釈別表第 12 への一本化への対応（案） 
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解釈別表第 8 以外の一本化後の対応状況は以下の通り。 

 

図 附属書 5-3 解釈別表第 2、3、5、6 の一本化の現状の課題 

 

 

図 附属書 5-4 解釈別表第 1、4、7、9 の現状 
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附属書６ 関係者別の対応 

この附属書は、技術基準解釈見直しの関係者別の対応を整理したものである。 

 

(1) 電気用品調査委員会 

整合規格の整備における電気用品調査委員会の実施事項は以下のとおり。 

アクション１ 業界団体がある JIS を解釈別表第 12 に採用することを国に提案 

アクション２ JIS がない場合、業界規格の予定調査、及び業界規格を解釈別表第 12

に採用することを国に提案。（アクション２の前に、「電気用品名と解

釈別表第十二の電気安全に関する基準との対応表」のうち、基準番号

が“－”となっている箇所を精微化する必要がある。） 

アクション３ 業界団体がない産業標準化法第 11 条による JIS を解釈別表第 12 に

採用することを国に提案 

アクション４ 産業標準化法第11条によるバスケットクローズ規格を解釈別表第12

に採用することを国に提案 

アクション５ 例示基準として活用される可能性がない試験方法及び部品規格（17

規格）の廃止を国に提案 

アクション６ 雑音の強さに関するジェネリック規格の必要性について審議 

アクション７ J1000 の見直しを国に提案 

アクション８ なし（解釈別表第 11 の JIS 化） 

アクション９ 表１の別紙の廃止を国に提案 

アクション 10 解釈本文の改正案を国に提案 

アクション 11 国が行う周知広報への協力 

 

(2) 産業標準化法第 11 条 

アクション１ 業界団体があるが、業界団体が JIS を作れない又は関係業界が多い

JIS 原案を作成し、JIS 制定又は改正を行う（現状活動の維持） 

アクション２ なし（業界規格を解釈別表第 12 に採用することを提案） 

アクション３ 業界団体がない（IEC 規格あり）JIS 原案を作成し、JIS 制定又は改

正を行う 

アクション４ バスケットクローズ規格の JIS 原案を作成し、JIS 制定又は改正を行

う 

アクション５ なし（例示基準として活用される可能性がない試験方法及び部品規格

（17 規格）の廃止） 

アクション６ なし（雑音の強さに関するジェネリック規格） 

アクション７ なし（J1000 の見直し） 

アクション８ 解釈別表第 11 の JIS 化検討 

アクション９ なし（表１の別紙の廃止） 
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アクション 10 なし（解釈本文の改正案） 

アクション 11 なし（登録検査機関の検討、その他周知広報の検討） 

 

(3) 経済産業省製品安全課（製品評価技術基盤機構を含む） 

アクション１ 業界団体がある JIS を解釈別表第 12 に採用（現

状活動の維持） 

アクション２ 業界規格を解釈別表第 12 に採用 

アクション３ 業界団体がない JIS を解釈別表第 12 に採用 

アクション４ バスケットクローズ規格を解釈別表第 12 に採用 

アクション５ 例示基準として活用される可能性がない試験方

法及び部品規格（17 規格）の廃止 

アクション６ 雑音の強さに関するジェネリック規格を解釈別

表第 12 に採用 

アクション７ J1000 の見直し 

アクション８ 解釈別表第 11 の廃止 

アクション９ 表１の別紙の廃止 

アクション 10 解釈本文の改正 → リスクアセスメント手順

の明確化、周知（次年度） 

アクション 11 登録検査機関の検討、その他周知広報の検討 

 

(4) 業界団体 

アクション１ 業界団体がある JIS 原案を作成し、解釈別表第 12 に採用することを

提案 

アクション２ JIS がない場合、業界規格を作成し、解釈別表第 12 に採用すること

を提案 

アクション３ 産業標準化法第 11 条による JIS 原案作成に参加 

アクション４ 産業標準化法第 11 条によるバスケットクローズ規格原案の作成に参

加 

アクション５ 例示基準として活用される可能性がない試験方法及び部品規格（17

規格）の廃止確認 

アクション６ 雑音の強さに関するジェネリック規格の必要性について意見調整 

アクション７ J1000 の見直しに参加 

アクション８ 解釈別表第 11 の JIS 化の必要性の検討 

アクション９ 表１の別紙の廃止の確認 

アクション 10 解釈本文の改正案の確認 

アクション 11 国が行う周知広報への協力 

 

  

電気用品調査

委員会、 JIS

化、業界規格

の動向を適宜

フォローし、

提案があった

時点でアクシ

ョン 
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(5) 登録検査機関 

アクション１ 業界団体がある JIS 原案作成に参加 

アクション２ JIS がない場合、必要に応じて業界規格原案の作成に参加 

アクション３ 業界団体がない産業標準化法第 11 条による JIS 原案作成に参加 

アクション４ 産業標準化法第 11 条によるバスケットクローズ規格原案作成に参加 

アクション５ 例示基準として活用される可能性がない試験方法及び部品規格（17

規格）の廃止確認 

アクション６ 雑音の強さに関するジェネリック規格の作成に参加 

アクション７ J1000 の見直しに参加 

アクション８ 解釈別表第 11 の JIS 原案作成に参加 

アクション９ 表１の別紙の廃止の確認 

アクション 10 解釈本文の改正案の確認 

アクション 11 登録検査機関の対応の検討、その他周知広報の検討に参加（リスクア

セスメントに対する S マークの対応検討を含む） 

 

(6) 消費者団体の活動 

 電気用品調査委員会への参加 

 JIS 原案及び業界規格作成に参加（アクション１～４） 

 






































